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７ １  災害時における 避難所と し ての使用に関する 協定書（ 三重県立明野高等学校）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 三重県立明野高等学校長（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 伊勢市内に地

震、 風水害、 津波、 その他の災害等が発生し た、 又は発生する 恐れがある 場合（ 以下「 災害等発生

時」 と いう 。） に、 乙が管理する 施設を地域住民等に指定避難所及び津波緊急避難所（ 以下「 避難所」

と いう 。） と し て使用する こ と について、 次のと おり 協定を 締結する 。  

なお、 指定避難所と は想定さ れる 各種災害から 一時的に身の安全が確保でき る 施設のこ と を、 津波

緊急避難所と は、 津波から 一時的に避難する 施設のこ と を指す。  

 

（ 使用物件）  

第１ 条 乙は、 乙が管理する 次に掲げる 施設を避難所と し て災害時等に地域住民等に使用さ せる も の

と する 。  

施設名称 三重県立明野高等学校 

所在地 伊勢市小俣町明野 1481 番地 

管理者 明野高等学校長 

避難所の種類 
指定避難所 

津波緊急避難所 

２  甲は、 前項に規定する 施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用する 必

要な用具等を設置する 場合は、 乙の了解の下にて行う も のと する 。  

３  乙は、 対象施設の増改築等によ り 対象施設の面積等に変更が生じ る 場合、 又は何ら かの事情によ

り 避難所と し ての使用が不可能と なる と き には、 甲に連絡する も のと する 。  

４  対象施設において、 避難者に優先的に使用さ せる 場所は原則と し て体育館及び第 3 棟 3 階休養室

と する 。  

（ 使用期間）  

第２ 条 対象施設の使用期間は、 災害等発生時から 、 一時的に身の安全を守る 避難所と し ての役割の

終了を乙が学校教育機能の維持を考慮し て確認し たと き ま でと する 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第３ 条 甲は、 災害等発生時において対象施設を避難所以外の目的に使用し ないも のと する 。  

（ 費用負担）  

第４ 条 施設の避難所と し ての使用料は無料と する 。  

（ 原状回復義務）  

第５ 条 甲は、 使用期間を終えたと き は、 対象施設を原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津波等

の災害によ り 損傷し た部分を 除く 。）。  

( 協力体制)  

第６ 条 乙は、 あら かじ め協力内容について甲と 協議し 、 協力体制を明ら かにし ておく も のと する 。  

２  前項の目的を 達する ため、 甲及び乙は互いに緊急時の連絡先を 交換し 、 随時更新する 。  

（ 施設の開錠）  

第７ 条 乙は、 災害等発生時において速やかに避難所と し ての機能を果たせる よ う 、 施設の開錠など

必要な措置を講じ る も のと する 。  

２  乙は、 前項で定める 措置を 行ったのち、 あら かじ め甲と 協議し た内容に基づき 、 避難所の開設及

び運営に協力する 。  

（ 利用者責任）  

第８ 条 乙は対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に対する 責

任を 一切負わないも のと する 。  

（ 指定避難所表示、 周知）  

第９ 条 甲は、 施設の使用箇所等を確認し たう えで避難所と し て指定し 、 原則と し てそれを 表示する

看板を設置し 、 ホームページ等を用いて市民に対し て周知する も のと する 。  

（ 有効期限）  

第 10 条 こ の協定は協定締結の日から その効力を有する も のと し 、 甲乙が文書をも って協定の終了を

通知し ない限り その効力を持続する も のと する 。  
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（ 協議事項）  

第 11 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都度甲

乙が協議し て定める も のと する 。  

 

 

こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲乙記名押印のう え各自その１ 通を 保有する 。  

 

平成 25 年 10 月 17 日 

                   

 

                 甲  三 重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

                   伊 勢市 

                   伊 勢市長  鈴木 健 一 

 

乙 三重県伊勢市小俣町明野 1481 番地 

  三重県立明野高等学校 

  校 長    中 北 隆也 

  

第
６
編

協
定
等
一
覧



296 

 

７ ２  災害時における 歯科医療救護活動に関する 協定書（ 一般社団法人 伊勢地区歯科

医師会）  
 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 一般社団法人伊勢地区歯科医師会（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 災害

時における 医療救護活動について、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、 伊勢市地域防災計画（ 以下「 防災計画」 と いう 。） に基づき 、 甲が実施する 災害歯

科医療救護活動を円滑に行う ため、 乙の協力を得る こ と に関し 必要な事項を 定める こ と を目的と する 。 

 

（ 災害歯科医療救護計画の策定及び提出）  

第２ 条 乙は、医療班によ る 災害歯科医療教護活動を 実施する ため、災害時歯科医療救護計画を 策定し 、

甲に提出する も のと する 。  

２  乙は、 前項の規定に基づき 提出し た災害時歯科医療救護計画の内容を変更し たと き は、 速やかに変

更後の災害時歯科医療救護計画を甲に提出する も のと する 。  

 

（ 歯科医療救護班の派遣）  

第３ 条 甲は、 災害歯科医療救護活動を実施する 必要が生じ た場合は、 乙に対し 災害時歯科医療救護計

画に基づき 編成し た医療班の派遣を要請する も のと する 。  

２  乙は、 前項の要請をう けた場合は、 速やかに歯科医療救護班を甲が指定する 救護所に派遣する も の

と する 。  

３  甲は、 乙に対し 歯科医療救護班の派遣を要請する 場合は、 次の事項を示し た文書又は口頭等によ り

行う も のと する 。  

( 1)  災害発生時の日時、 場所 

( 2)  災害の原因及び状況 

( 3)  出動に要する 人数及び医薬品、 資器材等 

( 4)  その他必要事項 

 

（ 歯科医療救護班の輸送）  

第４ 条 歯科医療救護班は、 原則と し てタ ク シー等の交通機関又は乙の会員の所有する 車両等によ り 、

第５ 条に定める 救護所へ直行する も のと する 。 ただし 災害の状況によ り 必要に応じ 、 指定し た集結場

所に集合する 場合は、 甲の調達する 車両等で第５ 条に定める 救護所へ行く も のと する 。  

２  傷病者の後方医療施設への輸送は、 甲が行う も のと する 。  

 

（ 救護所）  

第５ 条 甲は、 災害の状況によ り 必要に応じ て、 現地に救護所を設置する 。  

２  甲は、 前項に定める も ののほか、 災害の状況によ り 必要と 認めと き は、 被災地周辺の収容医療施設

に、 乙及び乙の会員の協力を 得て救護所を設置する こ と ができ る 。  

（ 歯科医療救護班の業務）  

第６ 条 歯科医療救護班の業務は、 次のと おり と する 。  

( 1)  歯科傷病者に対する 応急処置 

( 2)  その他状況に応じ た処置 

 

（ 指揮命令）  

第７ 条 歯科医療救護班に係る 指揮命令は、 乙の災害時歯科医療救護計画に基づき 乙が行う も のと する 。 

 

 

（ 連絡調整）  

第８ 条 歯科医療救護班の歯科医療救護活動に係る 連絡調整は、 甲及び乙がそれぞれ指定する 者が協議

し て行う も のと する 。  
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（ 医薬品等）  

第９ 条 歯科医療救護活動に必要な医薬品、医療材料等は、原則と し て乙が携行又は調達する 。ただし 、

乙から 要請があった場合は甲が調達する 。  

２  救護所等での必要な物資の調達は、 甲が行う も のと する 。  

 

（ 医療費）  

第 10 条 甲が設置する 救護所等における 応急的な災害歯科医療救護活動は、 原則と し て無償で行う も

のと する 。  

２  後送医療施設における 医療に係る 医療費は、 原則と し て傷病者の負担と する 。  

 

（ 費用弁償等）  

第 11 条 甲の要請に基づき 、 乙が歯科医療救護活動を実施し た場合に要する 次の経費は、 甲が負担す

る 。  

( 1)  歯科医療救護班の派遣に伴う 経費 

ア 歯科医療救護班の派遣に要する 費用弁償 

  イ  歯科医療救護班が携行又は調達し 、 医療救護活動のために使用し た医薬品、 医療材料等の実費

弁償 

  ウ  歯科医療救護班が携行し た医療材料等が滅失損傷し た場合の実費弁償 

  エ 歯科医療救護班が交通機関を利用し た場合の実費弁償 

 ( 2)  第５ 条第２ 項の定めによ り 、 収容医療施設に救護所を 設置し た場合において、 歯科医療救護活動

によ り 収容医療施設に損傷が生じ たと き の修繕費、前号ア、 イ 、 ウ に定める 経費及び光熱費等の実

費弁償 

 

（ 災害補償）  

第 12 条 甲の要請に基づき 、 乙が派遣し た歯科医療救護班員が、 歯科医療救護活動に従事し 、 又は防

災訓練に参加し ている 間、 及び救護所と の往復の途上において、 負傷し 、 疾病にかかり 、 又は死亡し

た場合は、「 議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する 条例（ 平成 17 年 11 月１ 日市

条例第 30 号）」 に準じ 災害補償を行う も のと する 。  

 

（ 医事紛争の処理）  

第 13 条 こ の協定に基づき 実施し た災害歯科医療救護活動に関し て、 患者と の間に医事紛争が生じ た

場合、 甲は責任をも っ てその処理にあたり 、 乙又は当該医師に求償し ないも のと する 。  

 

（ 災害救助法と の関係）  

第 14 条 災害救助法（ 昭和 22 年法律第 118 号） によ る 指定を受けた場合は、 本協定は指定日よ り 災害

救助法の定める と こ ろによ る 。  

 

（ 細則）  

第 15 条 こ の協定を実施する ために必要な事項については、 別に定める 。  

 

（ 協議）  

第 16 条 こ の協定に定めのない事項又はこ の協定に関し 疑義が生じ た事項については、 甲乙協議し て

定める 。  

 

（ 協定の期間）  

第 17 条 こ の協定の有効期間は、 協定成立の日から 平成 26 年 3 月 31 日ま でと する 。 だだ   し 、

こ の協定の有効期間終了ま でに甲乙いずれから も 何ら の意思表示も ないと き は、 期間終了の日の翌日

から １ 年間こ の協定を 更新する も のと し 、 以後同様と する 。  
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こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙双方記名押印のう え、 各自１ 通を 

保有する 。  

 

平成 25 年 10 月 17 日 

 

   甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

     伊勢市 

     伊勢市長  鈴 木  健  一  

 

 

   乙 伊勢市八日市場町 13－１  

     一般社団法人 伊勢地区歯科医師会 

     会  長   福 田  幸  弘  
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７ ３  津波発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定書（ マエス ト ロ 御

薗所有者）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と マエス ト ロ 御薗所有者（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 津波が発生し 、

又は発生する 恐れがある 場合において、 乙が所有する 施設を地域住民など の津波緊急避難所と し て使

用する こ と について、 次のと おり 協定を締結する 。  

なお、 津波緊急避難所と は、 津波から 一時的に避難する 施設であり 、 避難生活をする 場所ではな

い。  

 

（ 使用物件）  

第１ 条 乙は、 乙が所有する 次に掲げる 施設を津波緊急避難所と し て、 地域住民等に使用さ せる も の

と する 。  

施設名称  マエス ト ロ 御薗 

所在地  伊勢市御薗町新開 712 

所有者   

構造等  鉄筋コ ンク リ ート 造 5 階建て 

建築年月  平成 25 年 9 月 

使用場所  ２ ～5 階の階段及び踊り 場、 同階共用廊下 

使用場所の面積 使用場所 合計 145. 48 ㎡ 

２  甲は、 前項に規定する 施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用する 必

要な用具等を設置する 場合は、 乙の了解の下にて行う も のと する 。  

３  乙は、 対象施設の増改築等によ り 、 対象施設の面積等に変更が生じ る 場合、 又は何ら かの事情に

よ り 津波緊急避難所と し ての使用が不可能と なる と き には、 甲に連絡する も のと する 。  

（ 使用期間）  

第２ 条 対象施設の使用期間は、 緊急に避難が必要な津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある と き か

ら 、 乙が津波緊急避難所と し ての役割の終了を 確認し たと き ま でと する 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第３ 条 甲は、 津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 場合において対象施設を津波緊急避難所以外

の目的に使用し ないも のと する 。  

（ 費用負担）  

第４ 条 施設の使用料は無料と する 。  

 

（ 原状回復義務）  

第５ 条 甲は、 使用期間を終えたと き は、 対象施設を原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津波等

の災害によ り 損傷し た部分を 除く 。）。  

( 施設の解錠)   

第６ 条 対象施設の解錠は、 乙の職員又は乙の指定する も のが行う も のと する 。  

（ 利用者責任）  

第７ 条 乙は、 対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に対する

責任を一切負わないも のと する 。  

（ 津波緊急避難所の表示と 公開）  

第８ 条 甲は、 施設の使用箇所等を確認し たう えで津波緊急避難所と し て指定し 、 原則と し て、 それ

を表示する 看板を設置し 、 ホームページ等を用いて市民に対し て周知する も のと する 。  

（ 有効期限）  

第９ 条 こ の協定は、 協定締結の日から その効力を 有する も のと し 、 甲乙が文書をも って協定の終了

を通知し ない限り 、 その効力を持続する も のと する 。  

（ 協議事項）  

第 10 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都度、

甲乙が協議し て定める も のと する 。   
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こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有す

る 。  

 

平成 25 年 11 月 25 日 

                   

 

                 甲  三 重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

                   伊 勢市 

                   伊 勢市長 鈴 木 健一 

 

乙 三重県伊勢市中須町 692-7 

 

    土佐 純一 
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７ ４  災害時における 葬祭業務等の協力に関する 協定書（ 一般社団法人 全日本冠婚葬

祭互助協会）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会（ 以下「 乙」 と いう 。 ） は、 災害時

における 支援協力に関し 、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、 甲において地震、 風水害その他災害の発生によ り 、 甲に災害対策本部が設置さ れる 災

害時（ 以下「 災害時」 と いう 。 ） に多数の死者及び被災者が一時的ま たは集中的に発生する 場合の迅速か

つ円滑な応急対策を行う ため、 必要な手続き 等について定める も のと する 。  

 

（ 協力）  

第２ 条 甲は、 災害時に乙の協力が必要と 認める と き は、 次に掲げる 事項について乙に要請し 、 乙はやむを

得ない事由のない限り 、 通常業務に優先し て協力する も のと する 。  

（ １ ） 遺体の収容及び安置に必要な機材、 資材及び消耗品並びに作業等の役務の提供 

（ ２ ） 遺体を 安置する 施設（ 葬儀式場等） の提供 

（ ３ ） 遺体搬送用寝台車及び霊柩車等によ る 遺体搬送 

（ ４ ） その他甲の要請によ り 乙が応じ ら れる 事項 

 

（ 要請）  

第３ 条 前条の要請は、 次に掲げる 事項を 記載し た文書を も って行う も のと する 。 ただし 、 やむを 得ない事

態が発生し たと き は、 電話、 フ ァ ク シミ リ 等で要請し 、 その後速やかに災害時協力要請書（ 第１ 号様式）

を 乙に送付する も のと する 。  

（ １ ） 要請を 行なっ た者の職氏名及び担当者氏名 

（ ２ ） 要請の理由 

（ ３ ） 要請の内容 

（ ４ ） 協力を 要請する 期間 

（ ５ ） その他要請に必要な事項 

 

（ 協力の方法）  

第４ 条 乙は前条によ る 甲の要請があっ た場合、 乙のでき う る 範囲において、 甲の指示に従い、 第２ 条各号

の協力を 行う も のと する 。  

 

（ 報告）  

第５ 条 乙は、第２ 条各号の協力を し たと き は、次に掲げる 事項を 災害時要請業務実施報告書（ 第２ 号様式）

を も っ て甲に報告する も のと する 。  

（ １ ） 遺体の収容及び安置に必要な機材、 資材及び消耗品の数量並びに当該作業に従事し た者の所属及び住

所 

（ ２ ） 遺体を 安置し た施設（ 葬儀式場等） の使用し た部屋の数及び使用し た日数 

（ ３ ） その他甲が乙に指示し た事項 

 

（ 経費の負担）  

第６ 条 甲は、 前条によ る 乙の報告があっ た場合、 甲の要請に相違ないこ と を 確認の上、 乙が要し た経費に

ついて、 甲が負担する も のと する 。  

 

（ 経費の請求）  

第７ 条 乙は、前条の経費を 甲に請求する 場合は、甲の指定する 方法によ り 、一括し て請求する も のと する 。  

２  乙が遺族等の要請によ り 、 甲の要請事項の範囲を超える 協力を 行なっ た場合、 その経費は当該要請を行

なった遺族等に請求する 。  

 

 

（ 経費の支払い）  

第８ 条 甲は、 前条に基づき 乙から の請求があっ た場合には、 乙が指定する 支払先に速やかに支払う も のと

する 。  
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（ 価格の決定）  

第９ 条 遺体の収容及び安置に必要な機材、資材及び消耗品並びに遺体を 安置し た施設の使用料等の価格は、

災害の発生直前における 災害救助法（ 昭和２ ２ 年法律第１ １ ８ 号） の基準額及び市場の適正な価格を 基準

と し 、 甲、 乙協議し て決定する も のと する 。  

 

（ 支援体制の整備）  

第１ ０ 条 乙は、 災害時における 円滑な協力体制が図れる よ う 、 広域における 応援体制及び情報収集伝達体

制の整備に努める も のと する 。  

 

（ 連絡責任者）  

第１ １ 条 こ の協定の円滑な実施を 図る ため、 甲、 乙それぞれ連絡責任者を 置き 、 甲にあっ ては環境生活部

環境課長の職にあたる 者を 、 乙にあっ ては全日本冠婚葬祭互助協会中部ブロ ッ ク 長の職にあ たる 者を 当該

責任者と する 。  

 

（ 災害時の情報提供）  

第１ ２ 条 乙は、 協力業務の実施中に得た災害情報を 、 積極的に甲に提供する も のと する 。  

 

（ 守秘義務）  

第１ ３ 条 乙は、 支援を行なう 場合において知り えた災害に係わる 情報を 、 甲以外の者に漏ら し てはなら な

い。  

 

（ 通知）  

第１ ４ 条 乙は、 災害時における 円滑な協力が図れる よ う 、 こ の協定によ り 協力でき る 乙の会員名を 毎年９

月ま でに、 甲に通知する も のと する 。  

 

（ 協議）  

第１ ５ 条 こ の協定に定めのない事項及び疑義が生じ た事項は、 その都度、 甲、 乙協議し て定める も のと す

る 。  

 

（ 効力）  

第１ ６ 条 こ の協定の有効期間は、 こ の協定の締結日から その効力を 有する も のと し 、 甲又は乙が文書をも

っ て協定の終了を 通知し ない限り 、 その効力を 継続する も のと する 。  

 

 

こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲、 乙記名押印の上、 各１ 通を 保有する も のと する 。  

 

平成２ ５ 年１ １ 月２ ６ 日 

 

甲 三重県伊勢市岩淵１ 丁目７ 番29号 

伊勢市 

                 伊勢市長 鈴  木  健  一 

 

 

乙 東京都港区新橋１ 丁目１ ８ 番１ ６ 号 

         日本生命新橋ビ ル９ 階 

              一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 

                 会  長  杉 山  雄 吉郎 
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第１ 号様式 

年   月    日  

一般社団法人 

全日本冠婚葬祭互助協会会長 様 

 

伊勢市長        

 

災害時協力要請書 

 

 災害時における 協力に関する 協定書第３ 条の規定に基づき 、 次のと おり 協力方要請し ま す。  

 

 

  

要 請 担 当 者  
職名 

氏名              電話番号 

口頭、 電話等によ

る 要請の日時 
年   月   日（   ）    時    分 頃 

要 請 理 由  
 

 

要 請 内 容  
 

 

履 行 の 場 所  
 

 

履 行 の 期 日   

又 は 期 間  

期日：   年   月   日 

期間：   年   月   日 ～     年   月   日 

備 考 
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第２ 号様式 

年   月    日  

伊勢市長         様  

 

一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 

会長           印  

 

災害時要請業務実施報告書 

 

 災害時における 協力に関する 協定書第５ 条の規定に基づき 、 次のと おり 要請業務を実施し ま し た。  

 

 

  

要 請 担 当 者  
職名 

氏名              電話番号 

口頭、 電話等によ

る 要請の日時 
年   月   日（   ）    時    分 頃 

実 施 業 務 内 容 
 

 

従 事 者 氏 名  
 

 

履 行 の 場 所  
 

 

履 行 の 期 日   

又 は 期 間  

期日：   年   月   日 

期間：   年   月   日 ～     年   月   日 

備 考 
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７ ５  津波発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定書（ 海惠の宿所有者）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 海惠の宿所有者（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 津波が発生し 、 又は発

生する 恐れがある 場合において、 乙が所有する 施設を地域住民など の津波緊急避難所と し て使用する

こ と について、 次のと おり 協定を締結する 。 なお、 津波緊急避難所と は、 津波から 一時的に避難する

施設であり 、 避難生活をする 場所ではない。  

 

（ 使用物件）  

第１ 条 乙は、 乙が所有する 次に掲げる 施設を津波緊急避難所と し て、 地域住民等に使用さ せる も の

と する 。  

施 設 名 称 海惠の宿 

所 在 地 伊勢市村松町 1379－1 

所 有 者  

構 造 等 RC造 3 階建て 

建 築 年 月 昭和 60 年 5 月 

使 用 場 所 2 階、 3 階廊下及び階段 

使 用 場 所 の 面 積 約 90 ㎡ 

２  甲は、 前項に規定する 施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用する 必

要な用具等を設置する 場合は、 乙の了解の下にて行う も のと する 。  

３  乙は、 対象施設の増改築等によ り 、 対象施設の面積等に変更が生じ る 場合、 又は何ら かの事情に

よ り 津波緊急避難所と し ての使用が不可能と なる と き には、 甲に連絡する も のと する 。  

（ 使用期間）  

第２ 条 対象施設の使用期間は、 緊急に避難が必要な津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある と き か

ら 、 乙が津波緊急避難所と し ての役割の終了を 確認し たと き ま でと する 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第３ 条 甲は、 津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 場合において対象施設を津波緊急避難所以外

の目的に使用し ないも のと する 。  

（ 費用負担）  

第４ 条 施設の使用料は無料と する 。  

（ 原状回復義務）  

第５ 条 甲は、 使用期間を終えたと き は、 対象施設を原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津波等

の災害によ り 損傷し た部分を 除く 。）。  

( 施設の解錠)  

第６ 条 対象施設の解錠は、 乙の職員又は乙の指定する も のが行う も のと する 。  

（ 利用者責任）  

第７ 条 乙は、 対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に対する

責任を一切負わないも のと する 。  

（ 津波緊急避難所表示、 公開）  

第８ 条 甲は、 施設の使用箇所等を確認し たう えで津波緊急避難所と し て指定し 、 原則と し て、 それ

を表示する 看板を設置し 、 ホームページ等を用いて市民に対し て周知する も のと する 。  

（ 有効期限）  

第９ 条 こ の協定は、 協定締結の日から その効力を 有する も のと し 、 甲乙が文書をも って協定の終了

を通知し ない限り 、 その効力を持続する も のと する 。  

（ 協議事項）  

第 10 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都度、

甲乙が協議し て定める も のと する 。  
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こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有す

る 。  

 

平成２ ５ 年１ ２ 月６ 日 

                   

 

                 甲  三 重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

                   伊 勢市 

                   伊 勢市長 鈴 木 健一 

 

 

乙 三重県伊勢市村松町 1365－16 

  辻 浅生 
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７ ６  津波発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定書（ 太江寺所有者）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 太江寺所有者（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 津波が発生し 、 又は発生

する 恐れがある 場合において、 乙が所有する 施設を 地域住民などの津波緊急避難所と し て使用する こ

と について、 次のと おり 協定を 締結する 。  

なお、 津波緊急避難所と は、 津波から 一時的に避難する 施設であり 、 避難生活をする 場所ではな

い。  

 

（ 使用物件）  

第１ 条 乙は、 乙が所有する 次に掲げる 場所を津波緊急避難所と し て、 地域住民等に使用さ せる も の

と する 。  

施設名称  太江寺 

所在地  三重県伊勢市二見町江 1659 

所有者  

使用場所  境内 

使用場所の面積  約１ ， ７ ０ ０ ㎡ 

２  甲は、 前項に規定する 場所（ 以下「 対象場所」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用する 必

要な用具等を設置する 場合は、 乙の了解の下にて行う も のと する 。  

３  乙は、 対象場所の増改築等によ り 、 対象場所の面積等に変更が生じ る 場合、 又は何ら かの事情に

よ り 津波緊急避難所と し ての使用が不可能と なる と き には、 甲に連絡する も のと する 。  

（ 使用期間）  

第２ 条 対象場所の使用期間は、 緊急に避難が必要な津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある と き か

ら 、 乙が津波緊急避難所と し ての役割の終了を 確認し たと き ま でと する 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第３ 条 甲は、 対象場所を津波緊急避難所以外の目的に使用し ないも のと する 。  

（ 費用負担）  

第４ 条 対象場所の使用料は無料と する 。  

（ 原状回復義務）  

第５ 条 甲は使用期間を終えたと き は対象場所を原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津波等の災

害によ り 損傷し た部分を除く 。）。  

 

（ 利用者責任）  

第６ 条 乙は対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に対する 責

任を 一切負わないも のと する 。  

（ 津波緊急避難所の表示、 周知）  

第７ 条 甲は、 施設の使用箇所等を確認し たう えで津波緊急避難所と し て指定し 、 原則と し てそれを

表示する 看板を設置し 、 ホームページ等を用いて市民に対し て周知する も のと する 。  

（ 有効期限）  

第８ 条 こ の協定は、 協定締結の日から その効力を 有する も のと し 、 甲乙が文書をも って協定の終了

を通知し ない限り 、 その効力を持続する も のと する 。  

（ 協議事項）  

第９ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都度、

甲乙が協議し て定める も のと する 。  
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こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有す

る 。  

 

平成 26 年 6 月 6 日 

                   

 

                 甲  三 重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

                   伊 勢市 

                   伊 勢市長 鈴 木 健一 

 

乙 三重県伊勢市二見町江 1659 

  太江寺 

  住 職   永田 密 山 
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７ ７  災害時等における 避難所等要援護者の応急措置等に関する 協定書（ 介護保険サー

ビス 事業者）  

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 介護保険サービス 事業者（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 伊勢市内に地

震、 風水害やその他によ る 災害が発生し 、 又は発生の恐れがある 場合( 以下「 災害時等」 と いう 。 ) に際

し 、 避難所等への人的支援及び市内の介護サービス を 利用する 災害時要援護者の安否情報の提供につい

て、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

 ( 趣旨)  

第 1 条 こ の協定は、 高齢者、 障がい者等の災害時要援護者( 以下「 要援護者」 と いう 。 ) が避難し た避

難所等への介護職員等の確保及び市内の介護サービ ス を 利用する 要援護者の安否確認の円滑化につ

いて必要な事項を定める も のと する 。  

( 協力事項の発動)  

第 2 条 こ の協定に定める 災害時等の協力事項は、 原則と し て甲が災害対策本部を設置し 、 乙に対し て

要請を行っ たと き をも って発動する 。  

( 避難所等への介護職員等の派遣要請)  

第 3 条 甲は、 甲が指定する 避難所等における 生活支援に必要な人員に不足が生じ たと き は、 乙に対し

介護職員等の派遣要請を行う も のと する 。  

2 前項の要請は、 原則と し て文書によ り 行う も のと する 。 ただし 、 緊急を 要する と き は、 口頭又は電話

等によ り 要請し 、 その後速やかに文書を 提出する も のと する 。  

3 乙は、 前項の要請があったと き は、 事業の運営に支障がない限り 協力する も のと する 。  

 ( 安否情報の提供)  

第 4 条 乙は、 災害時等において甲から の要請によ り 、 市内の介護サービス を 利用する 要援護者（ 以下

「 利用者」 と いう 。） の安否について、 速やかに甲に対し て報告する も のと する 。  

2 前項の規定にかかわら ず、 市内で震度５ 強以上の地震が発生し たと き 又は甲が避難準備情報、 避難

勧告若し く は避難指示を発令し たと き は、 甲から の要請の有無にかかわら ず、 乙は、 利用者の安否に

ついて可能な限り 確認し 、 その内容をでき る 限り 速やかに甲に対し て報告する も のと する 。  

3 情報の提出先は、 甲が設置する 災害対策本部と し 、 原則と し てフ ァ ク シミ リ 又は電子メ ールで介護

サービス 利用者安否確認報告書（ 様式第 1 号） によ り 行う も のと する 。 ただし 、 ファ ク シミ リ 及び電

子メ ールが使用でき ない場合は、 災害対策本部又は最寄り の支所に持参する も のと する 。  

4 甲は、 乙から 提供さ れた安否情報を、 甲が実施する 安否確認等の災害対策に活用する も のと する 。  

 ( 経費の負担)  

第 5 条 第 3 条の規定によ り 乙が避難所等への人的支援に要する 経費は、 甲が負担する も のと し 、 その

経費の金額及び支払い方法については、 甲及び乙が協議の上、 別に定める 。  

2  第 4 条の規定によ り 乙が甲に対し て情報提供する こ と に要する 経費は、 乙の負担と する 。  

 ( 守秘義務)  

第 6 条 乙は、こ の協定によ り 実施し た事項において知り 得た情報を甲以外の者に漏ら し てはなら ない。 

 ( 情報交換)  

第 7 条 甲、 乙は、 こ の協定が円滑に運営さ れる よ う 、 平素から 必要に応じ て情報の交換を 行う も のと

する 。  

 ( 協議)  

第 8 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定について疑義が生じ たと き は、 甲及び乙が協議し て定

める も のと する 。  

 ( 有効期間)  

第 9 条 こ の協定は、 協定締結の日から 効力を 有する も のと し 、 甲又は乙が文書を も って協定の終了を

通知し ない限り 、 その効力を 有する も のと する 。  

 こ の協定の締結を証する ため、 本書 2 通を作成し 、 甲乙記名押印の上、 各自 1 通を保有する 。  

   平成 26 年 7 月 18 日 

                     伊 勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

                   甲  伊 勢市 

                     伊 勢市長 鈴 木 健一 

                     伊 勢市楠部町乙 77 番地 

                   乙  介 護保険サービス 事業者 
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NO 事業者名 住所 

1  医療法人社団 愛敬会 伊勢市楠部町乙 77 番地 

2  あいはーと 有限会社 伊勢市尾上町 1 番地 21 

3  株式会社 明日葉 伊勢市村松町 4000 番地 

4  アド ニス 株式会社 伊勢市東大淀町 2 番地 33 

5  医療法人 あんず会 伊勢市神社港 20 番地 13 

6  合同会社 R. R 伊勢市河崎 3 丁目 11 番 9 号 

7  社会福祉法人 五十鈴会 伊勢市楠部町若ノ 山 2605 番地 33 

8  有限会社 イ ス ズラ イ フ ケア 伊勢市小俣町元町 197 番地 

9  特定非営利活動法人 和泉 伊勢市大湊町 561 番地 

10  社会福祉法人 伊勢医心会 伊勢市二俣町 577 番地 9 

11  社会福祉法人 伊勢市社会福祉協議会 伊勢市御薗町長屋 2767 番地 

12  伊勢赤十字病院 伊勢市船江 1 丁目 471 番地 2 

13  伊勢農業協同組合 度会町大野木 1858 番地 

14  株式会社 いむら  伊勢市中村町 478 番地 3 

15  社会福祉法人 ウ ェ ルケア 津市上浜町 6 丁目 277 番 1 号 

16  株式会社 ウ ェ ルフェ ア 伊勢市黒瀬町 865 番地 1 

17  有限会社 ウ ェ ルフェ ア三重 伊勢市黒瀬町 865 番地 1 

18  医療法人 海野内科 伊勢市浦口 2 丁目 2 番 13 号 

19  有限会社 エフ 伊勢市一之木 4 丁目 11 番 31 号 

20  株式会社 エムケイ ・ コ ーポレ ーショ ン 伊勢市小俣町湯田 1517 番地 3 

21  有限会社 オアシス  伊勢市宮後 3 丁目 7 番 61 号 

22  有限会社 ALL 地域リ ハネッ ト ワ ーク  伊勢市小俣町宮前 197 番地 

23  有限会社 かがやき 伊勢 伊勢市小俣町元町 171 番地 2 

24  社会福祉法人 賀集会 伊勢市宇治浦田 3 丁目 23 番 15 号 

25  合同会社 加藤 伊勢市大湊町 264 番地 100 

26  有限会社 キュ アオフ ィ ス  伊勢市曽祢 1 丁目 7 番 9 号 

27  学校法人 協栄学園 伊勢市一之木 4 丁目 15 番 14 号 

28  有限会社 く ろべ 伊勢市御薗町高向 481 番地 

29  合同会社 grat ef ul  伊勢市中村町桜が丘 180 番地 4 

30  有限会社 ケアフ ィ ッ ト  玉城町井倉 115 番地 2 

31  社会福祉法人 慈恵会 伊勢市村松町 3294 番地 1 

32  合同会社 勢集舎 伊勢市小俣町本町 6 番地 

33  社会福祉法人 洗心福祉会 津市本町 26 番地 13 
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NO 事業者名 住所 

34 医療法人 全心会 伊勢ひかり 病院 伊勢市御薗町高向 810-1 

35 株式会社 創園 伊勢市御薗町新開 893 番地 2 

36 株式会社 太陽の家 明和町金剛坂 775 番地 17 

37 医療法人 髙見内科 伊勢市岡本 1 丁目 4 番 28 号 

38 医療法人 田中病院 伊勢市曽祢 1 丁目 7 番 21 号 

39 有限会社 なごやか 伊勢市小木町 128 番地 1 

40 株式会社 ニチイ 学館 津支店 津市羽所町 700 番地 

41 特定非営利活動法人 ひだま り  伊勢市小俣町本町 1397 番地 

42 株式会社 ピ ース フル 伊勢市中島 2 丁目 21 番 5 号 

43 社会福祉法人 福徳会 伊勢市上地町 3130 番地 

44 株式会社 ブレ イ ブハーツ  伊勢市船江 3 丁目 20 番 28 号 

45 社会福祉法人 邦栄会 伊勢市河崎 3 丁目 15 番 33 号 

46 有限会社 丸京家具 伊勢市浦口 2 丁目 4 番 22 号 

47 特定非営利活動法人 ま みぃ はんど  伊勢市楠部町 510 番地 93 

48 みえ医療福祉生活協同組合 津市津興字柳山 1535 番地 34 

49 株式会社 森伸 伊勢市上野町 3385 番地 

50 株式会社 ゆう 子 伊勢市小俣町元町 722 番地 

51 株式会社 ユニーク  伊勢市御薗町新開 327 番地 33 

52 株式会社 l i f e 伊勢市御薗町長屋 2147 番地 4 

53 わたら い老人福祉施設組合 伊勢市小俣町宮前 38 番地 
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７ ８  災害時における Ｌ Ｐ ガス 等の調達に関する 協定書（ 三重県伊勢Ｌ Ｐ ガス 協議会）  

 

伊勢市( 以下「 甲」 と いう 。 ) と 三重県伊勢Ｌ Ｐ ガス 協議会( 以下「 乙」 と いう 。 ) と は、 一般社団法

人三重県Ｌ Ｐ ガス 協会と 三重県が平成２ ５ 年４ 月１ 日に締結し た「 災害時における Ｌ Ｐ ガス の供給に

関する 協定書第 1 条第 2 項」 に基づき 、 伊勢市に地震、 風水害その他によ る 災害が発生し 又は発生す

る 恐れがある 場合( 以下「 災害時」 と いう 。 ) の緊急用Ｌ Ｐ ガス 等の調達について、 協定を締結する 。  

 

( 趣旨)  

第 1 条 こ の協定は、 災害時における 緊急用Ｌ Ｐ ガス の調達について、 甲の要請に対する 乙の協力に

関し て、 必要な事項を定める も のと する 。  

( 協力体制の確保)  

第２ 条 災害時に必要なＬ Ｐ ガス の調達及び安定供給を行う ため、 甲は、 乙に対し て情報の提供及び

必要な要請を行い、 乙は、 それを受け可能な限り 必要な対応を行う も のと する 。  

( Ｌ Ｐ ガス の範囲)  

第３ 条 こ の協定の対象と なる 緊急用Ｌ Ｐ ガス は、 容器、 カセッ ト コ ンロ 、 燃焼機器等Ｌ Ｐ ガス を 燃

料と し て使用する ために必要な器具を含むも のと する 。  

( 要綱)  

第４ 条 甲は、 次に掲げる 場合において、 必要がある と 認める と き は、 乙に対し 、 緊急用Ｌ Ｐ ガス の

供給を要請する こ と ができ る も のと する 。  

( 1) 甲において災害が発生し 、 甲の自治会等から Ｌ Ｐ ガス 調達の斡旋を求めら れたと き 又は甲自

ら 調達の必要を 認めたと き 。  

( 2) 甲外の災害に関し 、 甲を経由し 国又は三重県から Ｌ Ｐ ガス 調達の斡旋を求めら れたと き 。  

2 前項の要請は、 原則と し て文書によ る も のと する 。 ただし 、 緊急の場合で文書によ る こ と がで

き ないと き は、 口頭で要請し 、 その後速やかに文書を提出する も のと する 。  

( 要請に基づく 乙の措置)  

第５ 条 乙は、 前条の要請を受けたと き は、 その要請事項を 実施する ために、 速やかに必要な措置を

する と と も に、 その措置事項を甲に連絡する も のと する 。  

( 搬送及び引渡し )  

第６ 条 乙は、 緊急用Ｌ Ｐ ガス の搬送及び引渡し については、 甲の指示に従う も のと する 。  

2 緊急用Ｌ Ｐ ガス の搬送は原則と し て乙が行う も のと し 、 甲の指定する 場所で甲が指定する 者の

確認を受けた上、 甲が指定する 者に引き 渡すも のと する 。  

( 価格)  

第７ 条 乙が第５ 条の処置に要し た費用( 器具設置、 接続を含む) は、 甲が負担する 。  

2 前項の費用は、 災害発生直前における 適正な価格を基準と し て、 甲、 乙協議のう え決定する も

のと する 。  

 

 

( 代金の支払)  

第８ 条 乙が供給し た緊急用Ｌ Ｐ ガス の代金の支払方法等は、 甲と 乙と の協議によ る も のと し 、 甲

は、 その支払に責任を負う も のと する 。  

( 補償)  

第９ 条 甲は、 第５ 条の規定に基づき 甲又は乙の指示によ り 従事し たも のが、 その責に帰する 事がで

き ない事由によ り 死亡、 負傷、 若し く は疾病にかかり 、 又は障害の状態になったと き は、 三重

県条例( 昭和３ ７ 年１ ０ 月３ １ 日三重県条例第４ ６ 号災害に伴う 応急処置の業務に従事し た者に

対する 損害補償に関する 条例) の規定を準用し その損害を補償する 。  

( 現有数量の把握)  

第１ ０ 条 乙は、 毎年３ 月３ １ 日現在の供給可能なＬ Ｐ ガス の数量を把握し ておく も のと する 。  

( 防災力の向上)  

第 1１ 条 乙は、 協会活動を通じ て、 日常的にＬ Ｐ ガス の備蓄、 緊急時対応設備の整備等会員の防災意

識の向上に努め、 甲は、 乙に対し て必要な協力を行う も のと する 。  

( 協議事項)  

第 1２ 条 こ の協定に定める 事項に疑義が生じ たと き 又はこ の協定に定めのない事項で必要が生じ たと

き は、 甲・ 乙協議の上定める も のと する 。  
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( 有効期間)  

第 1３ 条 こ の協定の有効期間は、 協定締結の日から 平成２ ７ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。 ただし 、 期間

満了の３ カ月前ま でに甲・ 乙いずれから も なんら 意思表示がない場合は、 さ ら に１ カ年間自動

的に更新する も のと し 、 以後も 同様と する 。  

 

こ の協定の締結を証する ため、 本書 2 通を作成し 、 甲乙記名押印の上、 各自 1 通を保有する も のと

する 。  

 

平成２ ６ 年７ 月３ ０ 日 

 

            甲   三重県伊勢市岩渕 1 丁目７ 番２ ９ 号 

                 伊 勢市 

                  伊勢市長  鈴 木  健  一  

 

            乙   三重県伊勢市二見町今一色１ １ １  

                 （ 有限会社中伝商店内）  

三重県伊勢Ｌ Ｐ ガス 協議会 

                  会  長   中 村  省  三  
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防災拠点災害対応機器備蓄に関する 覚書 

  

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 一般社団法人三重県Ｌ Ｐ ガス 協会（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 甲と 三

重県伊勢Ｌ Ｐ ガス 協議会が「 災害時における Ｌ Ｐ ガス 等の調達に関する 協定書」 を平成２ ６ 年 7 月３ ０

日に締結し たこ と に伴い、 三重県と 乙が平成２ ５ 年４ 月１ 日に締結し た「 災害時における Ｌ Ｐ ガス の供

給に関する 協定書第 1 条第 2 項」 に基づき 、 次のと おり 協力する 。  

 

記 

 

１ ．  地震、 津波その他大規模災害に備え防災機器を 備蓄する にあたり 甲・ 乙は次の内容を 確認し た。 

 

（ １ ） 乙は、 乙の費用において概ね次の機器を備蓄する 。  

  ・ 物置                １ 基 （ Ｌ ＭＣ －２ ９ ２ ５ ＨＧ Ｌ ）  

  ・ 調理台               １ 台 （ Ｂ Ｗ－１ ８ ６ Ｎ ）  

  ・ コ ンロ 台              １ 台 （ Ｂ ＷＧ －076Ｎ ）  

  ・ ガス 炊飯器             １ 台 （ Ｐ Ｒ １ ０ １ Ｄ Ｓ Ｓ ）  

  ・ ガス 炊飯器             １ 台 （ Ｒ Ｒ －５ ０ Ｓ Ｉ ）  

  ・ ガス ス ト ーブ            １ 台 （ Ｒ １ ２ ９ ０ Ｖ ＭＳ ３ ）  

  ・ 三重巻鋳物コ ンロ （ 下枠共）      １ 台 （ Ｔ Ｓ －３ ３ ０ ）  

  ・ 二重巻鋳物コ ンロ （ 下枠共）      １ 台 （ Ｔ Ｓ －２ １ ０ ）  

  ・ アルミ 寸胴鍋            １ 台 （ ６ ０ ｃ ｍ １ ６ １ ℓ）  

  ・ 手付き 揚げざる            １ 個 （ ６ ０ ｃ ｍ）  

  ・ 浅型ざる               １ 個 （ ５ ０ ｃ ｍ）  

  ・ ス テン柄杓（ 中）           １ 本 （ １ ０ ０ ０ ｍｌ ）  

  ・ ス テン柄杓（ 小）           １ 本 （ ５ ０ ０ ｍｌ ）  

  ・ 紙食器セッ ト （ ２ ０ ０ 人分）      １ 式 （ 皿、 ス プーン、 箸、 コ ッ プ）  

  ・ プロ ラ イ ト              １ 台 （ Ｐ Ｌ Ｔ －５ ２ ）  

  ・ ガス 用ゴムホース 及びカチッ ト     ４ 本 

  ・ ガス コ ード              １ 本 （ Ｌ Ｇ ７ －２ ０ Ｆ Ｎ Ｋ ）  

  ・ ガス 供給設備キッ ド          １ 式   

  ・ ガス 発電機             ２ 台 （ ＭＧ Ｃ ９ ０ ０ Ｇ Ｐ ）  

 

（ ２ ） 甲は、 上記保管庫設置ス ペース を無償にて提供する 。  

 

（ ３ ） 場所の選定にあっては、 甲・ 乙協議し 最も 有効な場所と する 。  

 

（ ４ ） 機器等に修理が必要と 甲・ 乙が確認し た場合の修復は、 三重県伊勢Ｌ Ｐ ガス 協議会が担当し 、 修

理部材費等は甲が負担する 。  

 

（ ５ ） 当該機器備蓄の保管は甲・ 乙協力し ておこ ない非常時に対応出来る 状態にし ておく 。  

尚、 当該保管庫の鍵は甲が保管する 。  

 

（ ６ ） 当該備蓄機器使用の判断は、 甲が行う  

 

平成２ ６ 年７ 月３ ０ 日 

甲   三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

                       伊 勢市 

                        伊 勢市長  鈴  木  健  一 

 

乙   三重県津市柳山津興３ ６ ９ －２  

     一般社団法人三重県Ｌ Ｐ ガス 協会 

                        代 表理事  藤  岡   傳  
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７ ９  災害時相互応援協定書（ 中津川市）  

 

 伊勢市と 中津川市（ 以下「 協定市」 と いう 。） と は、 相互扶助の精神に基づき 、 協定市の区域内におい

て災害（ 災害対策基本法第 2 条第 1 号に規定する 災害をいう 。 以下同じ 。） が発生し 、 被災者救護等の応

急措置の実施が十分でき ない場合において被災者に対する 救護等を 実施する ための応援体制に関し 、 次

のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 連絡窓口）  

第１ 条 協定市は、 必要な情報等を相互に提供する こ と によ り 応援の円滑な運営を図る ため、 あら かじ

め連絡担当部課を定める も のと する 。  

（ 応援の種類）  

第２ 条 応援の種類は、 次のと おり と する 。 ただし 、 応援を行う 市の過剰な負担になら ない範囲内にお

いて実施する も のと する 。  

 ( １ )  被災者の救出、 医療、 防疫、 施設の応急復旧等に必要な物資、 機材及び車両の提供 

 ( ２ )  食料、 飲料水、 生活必需物資その他の生活物資並びにそれら を 提供する ために必要な機材及び

車両の提供 

 ( ３ )  被災者を 一時収容する ために必要な施設の提供及びあっせん 

( ４ )  応援に必要な職員の派遣 

( ５ )  災害救助ボラ ンティ アのあっせん 

( ６ )   被災児童生徒の受入れ 

( ７ )  前各号に掲げる も ののほか、 特に要請のあった事項 

（ 応援の要請手続）  

第３ 条 応援の要請をする 場合は、次に掲げる 事項を 明ら かにし て、電話等によ り 連絡をする と と も に、

速やかに文書によ り 通知をする も のと する 。  

( １ )  被害の状況 

 ( ２ )  前条第１ 号から 第３ 号ま でに掲げる 物資等の品目、 規格、 数量等 

 ( ３ )  前条第４ 号に掲げる 職員の職種、 人数等 

( ４ )  応援を 受ける 場所及び応援を受ける 場所への経路 

( ５ )  応援を 受ける 期間 

( ６ )  前各号に掲げる も ののほか、 応援を 必要と する 事項 

（ 応援の実施）  

第４ 条 応援の要請を受けた市は、 直ちに必要な応援を実施する も のと する 。  

２  協定市は、 応援の要請がない場合であっても 、 収集し た情報等から 緊急に応援出動する こ と が必要

である と 認めら れる と き は、 自主的な判断に基づき 必要な応援を実施する も のと する 。  

３  応援の要請を 受けた市が応援を実施でき ない場合は、 当該要請をし た市に速やかにその旨を 連絡し

なければなら ない。  

（ 指揮権）  

第５ 条 応援を行う 市の職員が応援に従事する と き は、 応援を受ける 市の災害対策本部長の指揮に従い

行動する も のと する 。  

（ 応援経費の負担）  

第６ 条 応援に要する 経費の負担は、 法令その他特別に定めがある も のを除く ほか、 原則と し て応援を

受ける 市の負担と する 。  

２  自主的な判断に基づいて行われた応援に係る 経費の負担については、 法令その他特別に定めがある

も のを除く ほか、 応援を行う 市の負担と する 。  

３  前２ 項の規定によ り がたいと き は、 その都度協定市の間で協議し て定める も のと する 。  

（ 災害補償等）  

第７ 条 応援に派遣し た職員が、 負傷し 、 疾病にかかり 、 若し く は死亡し た場合又は負傷若し く は疾病

の治癒後においても 障害を有する に至っ た場合における 本人又はその遺族に対する 賠償の責務は、 応

援を 行う 市が負う も のと する 。  

２  応援に派遣し た職員が、 業務遂行中に第三者に損害を与えた場合は、 その損害が応援を受ける 市と

の往復途中において生じ たも のを除き 、 応援を 受ける 市がその賠償の責務を負う も のと する 。  
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（ 平常時における 活動等）  

第８ 条 両市は、 こ の協定に基づく 応援が円滑に行われる よ う 、 相互に地域防災計画その他必要な資料

を交換する と と も に、 関係者の交流を図る も のと する 。  

（ その他）  

第９ 条 こ の協定の実施に関し 必要な事項又はこ の協定に定めのない事項については、 協定市が協議し

て定める も のと する 。  

 （ 効力の発生）  

第 10 条  こ の協定は、 協定を 締結し た日から 効力を発生する も のと する 。  

 

 こ の協定の締結を証する ため、 立会人同席のも と 、 本協定書２ 通を作成し 、 協定市それぞれ署名捺印

の上、 各１ 通を保有する 。  

   

平成２ ６ 年９ 月３ 日 

  

伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号      伊 勢 市 長 

 

  

中津川市かやの木町２ 番１ 号      中 津 川 市 長   

 

（ 立会人）  

伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号      伊勢市議会議長   

   

( 立会人)  

中津川市かやの木町２ 番１ 号    中津川市議会議長  
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８ ０  災害時における 交通及び地域安全の確保等に関する 協定書（ 伊勢鳥羽志摩地区警

備業協議会）  
 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 伊勢鳥羽志摩地区警備業協議会（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 災害時に

おける 交通及び地域安全の確保等に関する 協定を次のと おり 締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、 災害が発生し 、 又は発生する 恐れがある 場合( 以下「 災害時等」 と いう 。 ) におい

て、 甲及び乙の交通及び地域安全の確保等の協力について必要な事項を 定める も のと する 。  

 

（ 協力要請）  

第２ 条 甲は、 災害時等において乙に対し 、 次の事項について協力要請をする こ と ができ る 。  

（ １ ） 公共施設及び交通路状況の調査 

（ ２ ） 緊急輸送道路の確保等に関する 交通誘導警備業務 

（ ３ ） 公共施設及び避難所等における 警戒警備業務 

（ ４ ） その他甲が必要と 認める 警備業務 

２  前項の要請は、文書をも って行う も のと する 。ただし 、文書をも って要請する いと ま がないと き は、

電話等で要請し 、 その後速やかに文書を 発行する も のと する 。  

 

（ 要請に対する 措置）  

第３ 条 乙は、 甲から 前条の要請を受けて警備員を 出動さ せる と き は、 当該業務に関する 専門的な知識

及び技能を 有する も のを充てる も のと し 、 その措置結果を 文書によ り 甲に報告する も のと する 。  

 

（ 緊急連絡体制）  

第４ 条 甲と 乙は、 協力要請や情報共有のため、 緊急連絡体制を確立し 、 災害に備える も のと する 。  

２  乙は、 協議会の会員名簿を 取り ま と め、 甲に提出する も のと する 。  

 

（ 経費の負担及び価格の決定）  

第５ 条 第２ 条第 1 項の協力要請に要し た経費は、 甲が負担する も のと する 。  

２  前項に規定する 経費は、 災害発生直前における 適正な価格を基準と し て算出し 、 甲、 乙が協議の上

決定する 。  

 

（ 災害補償）  

第６ 条 第２ 条第 1 項の規定に基づき 、 当該業務に従事し たも のが、 負傷し 、 若し く は疾病にかかり 、

又は死亡し た場合の災害補償は、「 労働者災害補償保険法」（ 昭和２ ２ 年法律第５ ０ 号） によ り 行う も

のと する 。  

 

（ 有効期間）  

第７ 条 こ の協定の有効期間は、 協定締結の日から 平成２ ７ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。 ただし 、 期間満

了の日から ３ ０ 日前ま でに、 甲、 乙いずれから も なんら 意思表示がないと き は、 期間終了の日の翌日

から １ 年間こ の協定を 更新する も のと し 、 以後同様と する 。  

 

（ 協議事項）  

第８ 条 こ の協定に定めのない事項及び疑義が生じ たと き は、 甲、 乙協議の上定める も のと する 。  
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こ の協定の成立を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲及び乙が記名押印の上、 各１ 通を 保有する 。  

 

平成２ ６ 年１ １ 月５ 日 

 

甲   三重県伊勢市岩渕１ 丁目 7 番２ ９ 号 

伊勢市 

伊勢市長  鈴 木 健 一 

   

 

乙   三重県伊勢市村松町４ ９ １ ０ 番地 

      伊勢鳥羽志摩地区警備業協議会 

        会  長   株 式会社 伊勢警備保障 

代表取締役 家城 美佐男 
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８ １  津波発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定書（ マンショ ン

K&K、 マン ショ ン M&E 所有者）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と マンショ ンＫ ＆Ｋ 、 マンショ ンＭ＆Ｅ 所有者（ 以下「 乙」 と い

う 。） は、 津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 場合において、 乙が所有する 施設を地域住民など の

津波緊急避難所と し て使用する こ と について、 次のと おり 協定を締結する 。 なお、 津波緊急避難所と

は、 津波から 一時的に避難する 施設であり 、 避難生活をする 場所ではない。  

 

（ 使用物件）  

第１ 条 乙は、 乙が所有する 次に掲げる 施設を津波緊急避難所と し て、 地域住民等に使用さ せる も の

と する 。  

施設名称  マンショ ン K&K 

所在地  伊勢市御薗町上條 1244 

所有者   

構造等  鉄筋コ ンク リ ート 造 5 階建て 

建築年月  平成 16 年 11 月 

使用場所  2～5 階の階段、 踊り 場、 EVホール及び共用廊下 

使用場所の面積 使用場所 合計 約 130 ㎡ 

 

施設名称  マンショ ン M&E 

所在地  伊勢市御薗町上條 1473 

所有者   

構造等  鉄筋コ ンク リ ート 造 6 階建て 

建築年月  平成 18 年 4 月 

使用場所  2～6 階の階段、 踊り 場、 EVホール及び共用廊下 

使用場所の面積 使用場所 合計 約 140 ㎡ 

 

２  甲は、 前項に規定する 施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用する 必

要な用具等を設置する 場合は、 乙の了解の下にて行う も のと する 。  

３  乙は、 対象施設の増改築等によ り 、 対象施設の面積等に変更が生じ る 場合、 又は何ら かの事情に

よ り 津波緊急避難所と し ての使用が不可能と なる と き には、 甲に連絡する も のと する 。  

 

（ 使用期間）  

第２ 条 対象施設の使用期間は、 緊急に避難が必要な津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 時か

ら 、 乙及び地域住民等が津波緊急避難所と し ての役割の終了を確認し た時ま でと する 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第３ 条 甲は、 津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 場合において対象施設を津波緊急避難所以外

の目的に使用し ないも のと する 。  

（ 費用負担）  

第４ 条 施設の使用料は無料と する 。  

（ 原状回復義務）  

第５ 条 甲は、 使用期間を終えたと き は、 対象施設を原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津波等

の災害によ り 損傷し た部分を 除く 。）。 こ の際、 地域住民等が施設の一部を破損し なければ避難が困

難であり 、 やむを得ず破損し たこ と が明ら かな箇所がある 場合は、 その回復に要する 費用の負担に

ついて、 甲乙で協議を 行う も のと する 。  
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（ 利用者責任）  

第６ 条 乙は、 対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に対する

責任を一切負わないも のと する 。  

（ 津波緊急避難所の表示と 公開）  

第７ 条 甲は、 施設の使用箇所等を確認し たう えで津波緊急避難所と し て指定し 、 原則と し て、 それ

を表示する 看板を設置し 、 ホームページ等を用いて市民に対し て周知する も のと する 。  

（ 有効期限）  

第８ 条 こ の協定は、 協定締結の日から その効力を有する も のと し 、 甲乙が文書をも って協定の終了

を通知し ない限り 、 その効力を持続する も のと する 。  

（ 協議事項）  

第９ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都度、

甲乙が協議し て定める も のと する 。  

 

こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有す

る 。  

 

平成 26 年 11 月 10 日 

                   

 

                 甲  三 重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

                   伊 勢市 

                   伊 勢市長 鈴 木 健一 

 

乙 三重県伊勢市御薗町上條 174 番地 

   

  中村 三男 
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８ ２  災害時における 協力に関する 協定書（ 三重県行政書士会）  

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 三重県行政書士会（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 災害が発生し 、 被災

者等の支援のために必要と なる 行政書士業務について、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 対象災害）  

第１ 条 こ の協定において「 災害」 と は、 災害対策基本法（ 昭和３ ６ 年法律第２ ２ ３ 号） 第２ 条第１ 号

に定める も の、 及びそれと 同程度の災害等で甲が乙の協力が必要である と 認めたも のと する 。  

 

（ 要請）  

第２ 条 甲は、 災害の発生時等に、 行政書士業務の必要性が生じ たと き は、 第１ 号様式によ り 乙に対し

て協力を要請する も のと する 。  

  ただし 、 緊急を要する と き には、 口頭又は電話等をも って要請し 、 事後速やかに文書を 提出する も

のと する 。  

 

（ 業務範囲）  

第３ 条 甲の要請によ り 乙及び乙の会員が行う 業務は、 行政書士法（ 昭和２ ６ 年法律第４ 号） 第１ 条

の２ 及び第１ 条の３ に定める 業務並びに法令等に基づき 行政書士が行う こ と ができ る 業務、 及び、

同業務を実施する ために必要と なる 次に掲げる 業務と する 。  

（ １ ） 乙によ る 被災者支援相談窓口の設置 

（ ２ ） 甲への乙の会員派遣 

 （ ３ ） その他甲が必要と 認める 業務 

 

（ 対応体制の整備等）  

第４ 条 乙は、災害が発生し た場合又は災害が発生する 恐れがある 場合において、必要と 認める と き は、

甲の要請に直ちに対応でき る 体制の確保に努める も のと する 。  

２  乙は、 前項の体制の確保に資する ため、 平時から 、 連絡体制、 連絡方法、 連絡手段及び業務責任者

等を 定め、 業務に支障を来さ ないよ う 連絡調整に努める も のと する 。  

３  乙は、 甲から 要請を受けた場合おいて、 乙のみにて対応困難なと き は、 甲乙協議のう え、 乙の関係

団体等に支援を求める こ と ができ る も のと する 。  

 

（ 訓練協力）  

第５ 条 乙が甲の実施する 訓練に参加を要請さ れた場合は、 必要によ り 協議のう え、 こ れに協力する も

のと する 。  

 

（ 費用負担）  

第６ 条 第３ 条（ １ ） に基づく 業務にかかる 費用について、 被災者支援相談窓口の設置（ 業務場所） に

かかる 賃借料は、 甲の負担と し 、 その他相談料、 派遣費用等については乙の負担と する 。  

２  第３ 条（ ２ ） 及び（ ３ ） に基づく 業務にかかる 費用については、 原則と し て甲の負担と し 、 災害発

生時の直前における 当該地域の適正価格を基準と し て、 甲乙協議のう え、 定める も のと する 。  

 

（ 損害補償）  

第７ 条 第３ 条に基づき 業務に従事し た者が、 当該業務によ り 負傷し 若し く は疾病にかかり 又は死亡し

た場合の損害賠償は、「 労働者災害補償保険法」（ 昭和２ ２ 年法律第５ ０ 号） によ り 行う も のと する 。

ただし 、 労働者災害補償保険法が適用さ れない場合は、 甲乙協議のう え、 補償等の対応にあたる も の

と する 。  

２  乙又は乙の会員は、 前項の事実が発生し たと き は、 速やかに、 その状況を 書面によ り 甲に報告する

も のと する 。  
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（ 有効期間）  

第８ 条 こ の協定の有効期間は、 協定締結の日から 平成２ ７ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。 ただし 、 協定期

間満了日前１ ケ月前ま でに、 甲乙いずれから も 協定解除又は変更等について申し 出がないと き は、 こ

の協定は期間満了の翌日から 起算し て更に１ 年間延長する も のと し 、 以後同様と する 。  

 

（ 甲の解除権）  

第９ 条 甲は、 こ の協定が履行さ れる 見込みがないと 認める と き 、 又は乙に災害支援の協力者と し てふ

さ わし く ない非行があったと 認める と き は、 前条の有効期限にかかわら ず、 こ の協定を解除する こ と

ができ る 。  

 

（ その他）  

第１ ０ 条 こ の協定に定めがない事項又はこ の協定の内容に疑義が生じ たと き は、 その都度、 甲乙協議

し て定める も のと する 。  

 

 

こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙署名押印のう え、 それぞれ１ 通を保管する 。 

 

 

平成２ ６ 年１ １ 月１ １ 日 

 

甲 三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

     伊勢市 

伊勢市長  鈴 木 健 一 

 

 

 

乙 三重県津市広明町３ ４ ９ 番地１  

                三重県行政書士会 

会    長  伊 藤 庄 吉 
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８ ３  災害時における 伊勢市行政財産の一時使用に関する 覚書（ 伊勢警察署）  

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 伊勢警察署（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 甲の所有に係る 行政財産の

一時使用について、 次のと おり 覚書を交換する 。  

 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の覚書は、 伊勢警察署が大規模災害等によ り 使用不能又は使用不能と なる 恐れがある 場合

に、 乙の警察業務の実施場所と し て、 甲が所有する 施設の使用等に関し 必要な事項を定める も のと

する 。  

 

（ 使用物件）  

第２ 条 乙が警察業務の実施場所と し て使用でき る 伊勢市行政財産（ 以下「 使用物件」 と いう 。） は下

記のと おり と する 。  

所在地及び地番 施設名 

伊勢市楠部町 159 番地 1 伊勢市倉田山公園野球場 

伊勢市勢田町 613 番地 13 伊勢市労働福祉会館 

 

（ 使用要請）  

第３ 条 乙が使用物件を使用する 場合には、 甲に対し て書面にて使用要請を行う も のと する 。 ただ

し 、 書面によ る 使用要請ができ ない場合には、 口頭等で要請し た後、 すみやかに書面を提出する も

のと する 。  

２  甲は、 前項の規定によ る 使用要請があった場合には、 甲の業務に支障が生じ ない範囲で使用を 認

める も のと する 。  

 

（ 使用料）  

第４ 条 乙が甲に支払う 使用物件に係る 使用料については、 原則と し て無償と する 。  

 

（ 使用上の制限）  

第５ 条 乙は、 使用要請時に、 使用期間、 使用範囲、 使用方法、 維持費等について甲と 協議し 、 甲の

承認を得なければなら ない。  

２  乙は、 使用物件の使用に際し ては善良な管理者の注意を も って管理する も のと し 、 使用物件の現

状を 変更し よ う と する と き は、 あら かじ め甲の承認を 得なければなら ない。  

 

（ 修繕費等の負担）  

第６ 条 使用物件の修繕、 改良その他の行為に要する 経費は、 乙の負担と する 。  

 

（ 滅失又は毀損の通知）  

第７ 条 乙は、 使用物件の全部又は一部が滅失し 、 又は毀損し たと き は、 直ちにその状況を 甲に通知

し なければなら ない。  

 

（ 損害賠償等）  

第８ 条 乙は、 その責に帰する 事由によ り 、 使用物件の全部又は一部を滅失又は毀損し たと き は、 自

己の負担において原状に回復し 、 又は当該滅失若し く は毀損によ る 損害を賠償し なければなら な

い。  

２  前項に規定する 場合のほか、 乙は、 こ の覚書に定める 義務を履行し ないため甲に損害を 与えたと

き は、 その損害を賠償し なければなら ない。  

 

（ 解除）  

第９ 条 甲は、 乙がこ の覚書に定める 義務を履行し ていないと 判断し た場合には、 催告をせず、 直ち

に乙の一時使用を解除する こ と ができ る 。  
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２  甲は、 使用物件を公用又は公共用に使用する 必要が生じ た場合には、 甲、 乙協議の上、 一時使用

を解除する こ と ができ る 。  

 

（ 使用物件の返還）  

第 10 条 乙は、 使用期間が満了し たと き 又は前条の規定によ り 甲が一時使用を 解除し たと き は、 甲が

指定する 期日ま でに使用物件を原状に回復し て甲に返還し なければなら ない。  

 

（ 疑義等の決定）  

第 11 条 こ の覚書に定めのない事項及びこ の覚書に関し て疑義の生じ た事項については、 必要に応

じ 、 甲、 乙協議の上、 決定する も のと する 。  

 

こ の覚書の交換を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲、 乙署名、 押印の上、 各自１ 通を保有する 。  

 

平成２ ７ 年 2 月６ 日 

 

             （ 甲）  伊 勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

                    

伊勢市長    鈴 木 健 一 

 

（ 乙）  伊勢市神田久志本町１ ４ ８ １ 番地３  

 

                       伊勢警察署長  山 脇  栄 一                

 

  



       

325 

 

８ ４  災害時の電力供給に関する 覚書（ 株式会社バイ テッ ク エネス タ ）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社バイ テッ ク エネス タ （ 以下「 乙」 と いう 。） は、 下記のと お

り 、 災害発生時の電力供給に関する 覚書（ 以下「 こ の覚書」 と いう 。） を締結する 。  

 

記 

 

（ 目的）  

１ ．  こ の覚書は、 地震その他の大規模災害時に、 乙の管理する 以下の太陽光発電施設（ 以下「 本件太

陽光発電施設」 と いう 。） で発電さ れる 電力の一部を 、 甲の領域内で生活する 地域住民（ 以下「 地域

住民」 と いう 。） に供給する こ と に関し 、 必要な事項を定める こ と を目的と する 。  

    １ ） 伊勢市下野太陽光発電所 

     

     

（ 要請）  

２ ．  甲は、 大規模な災害が発生し 地域住民の生活を 維持する ための電力供給が必要と なったと き は、

乙に対し 電力の供給を 要請でき る も のと し 、 その要請は電話その他の方法で要請する も のと する 。 

 

（ 電力の供給）  

３ ．  乙は、甲から 前項の要請があった場合には、可能な限り 速やかに、本件太陽光発電施設を用いて、

地域住民に対し て電力を供給する も のと する 。 電力の供給は、 地域住民の生活を維持する ための電

力供給が復旧し たと 乙が判断し た時に、 終了する も のと する 。  

 

（ 供給する 量）  

４ ．  乙が地域住民に供給する 1 秒間当たり の電気エネルギー（ 消費電力） は 4, 000Ｗを限度と する 。

ただし 、 乙は、 こ れを保証する も のではなく 、 こ れに満たない又は超える こ と があっても 、 一切の

責任を負わないも のと する 。  

 

（ 太陽光発電施設への立入り ）  

５ ．  （ １ ） 甲は、 本件太陽光発電施設及びその敷地に入る こ と は一切でき ないも のと し 、 地域住民に対

し ても 、 こ れを徹底さ せる も のと する 。  

（ ２ ） 乙は、 乙の許可なく 、 甲又は地域住民が本件太陽光発電施設及びその敷地に入った場合にお

いて、 危険が生じ る と 判断し たと き は、 電力供給を中止する こ と ができ る も のと する 。 こ の場合に

おいて、 乙は一切の責任を 負わないも のと する 。  

 

（ 供給の方法）  

６ ．  乙から 地域住民に対する 電力の供給は、 次のと おり 行う も のと する 。  

（ 1）  乙が指定する 電気主任技師等の立会を 条件と し て、 本件太陽光発電施設内に設置さ れた緊

急時給電コ ンセント から 直接電力の供給を 行なう 。  

（ 2）  供給の時間帯及び供給方法は、 状況に応じ て、 乙が合理的に決定する 。  

（ 3）  供給前には、 太陽光発電施設及び関連機器の正常稼動及び安全性を 乙の責任において確認

する 。  

（ 4）  前号において異常があった場合は、 その原因が取り 除かれる ま で乙は電力の供給を 行わな

い。  

 

（ 費用負担）  

７ ．  乙から 地域住民への電力の供給に係る 一切の経費は乙の負担と する 。  

 

（ 供給期間）  

８ ．  乙は、 第 2 条の要請があった場合には、 要請を 受けた日から ７ 日以内に地域住民へ電力の供給が

でき る よ う に努める も のと し 、 ただし 必要に応じ 、 電力の供給開始日を延期でき る も のと する 。  
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（ 覚書の有効期間）  

９ ．  こ の覚書の有効期間は、 覚書締結の日から 令和６ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。 ただし 、 有効期間満

了の１ ヶ 月前ま でに、甲、乙いずれから も なんら 意思表示がない場合は、１ 年間延長する も のと し 、

その後においても 同様と する 。 ただし 、 乙が本件太陽光発電施設の運用を終了する 場合には、 事前

にその旨を甲に通知し 、 その通知の日をも って終了する も のと する 。  

 

（ 疑義等）  

10.   こ の覚書に定めのない事項、 又は、 こ の覚書に関し て疑義が生じ た事項については、 必要に応じ

て甲、 乙協議の上、 定める も のと する 。  

 

 平成２ ７ 年３ 月１ １ 日に締結し た「 災害時の電力供給に関する 覚書」 は、 本協定の締結をも っ て

廃止する 。  

 

 

こ の覚書の締結を称する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲、 乙押印の上、 双方それぞれ１ 通を保有する も

のと する 。  

 

 

 

令和５ 年６ 月 22 日 

 

                 甲  伊 勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

                    伊勢市 

                     伊 勢市長  鈴 木 健 一 

 

                 乙  東 京都品川区東品川３ 丁目６ 番５ 号 

                    株式会社 バイ テッ ク エネス タ  

                     代 表取締役社長 今 野 宏 晃  

  



327 

 

８ ５  災害時の放送に関する 協定（ 株式会社Ｚ Ｔ Ｖ ）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社Ｚ Ｔ Ｖ （ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 災害時の放送に関

し 、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 趣旨）  

第１ 条 本協定は、 甲が災害時に防災対策又は応急対策等を実施する 上で、 放送が有効な手

段と なり 得る 場合に、 乙に対し て放送を依頼する こ と を目的と する 。  

 

（ 放送依頼の手続き ）  

第２ 条 甲は、 乙に対し て、 次の事項を明確にし て放送を依頼する 。  

（ １ ） 放送依頼の理由 

 （ ２ ） 放送の内容 

 （ ３ ） 希望する 放送の日時 

 （ ４ ） その他放送に必要な事項 

 

（ 放送の実施等）  

第３ 条 前条によ り 、 乙は甲から 放送を依頼さ れた場合、 乙の放送基準及び施設の機能等に

応じ て、 乙の判断によ り 、 放送チャ ンネル、 形式、 内容、 及び時刻を決定し 、 放送を実施する 。  

２  乙は甲に対し て、 前項の実施に必要な資料等の提供を要求する こ と ができ る 。  

３  乙は放送の実施に際し て、 決定し た内容について甲へ事前に連絡する も のと する 。 但し 、 急を 要

する 場合や連絡手段が確保でき ない等、 何ら かの事由によ り 事前に報告ができ ない場合はこ の限り

ではない。  

 

（ 費用の負担）  

第４ 条 放送の実施によ り 発生する 費用は原則と し て乙が負担する 。  

 

（ 放送不能の措置）  

第５ 条 甲は、 第３ 条に関わら ず、 災害によ り 乙自ら 被災する 等、 何ら かの事由によ り 乙が

放送を実施する こ と が困難である と 甲へ申し 出た場合は、 乙が放送を行わないこ と を承諾する 。  

 

（ 連絡責任者）  

第６ 条 甲及び乙は、 本協定を実施する ための連絡責任者を定める こ と と し 、 連絡責任者を

定めた際、 ま たは変更のあっ た際は直ちに相手方に通知し なければなら ない。  

 

（ 協定の期間）  

第７ 条 本協定は、 締結の日の属する 年度の 3 月 31 日をも っ て終了する も のと する 。 ただ

し 、 終了前 30 日ま でに、 甲又は乙が、 それぞれ相手方に文書をも って、 協定を 延長し ない旨の通知

を行わない場合には、 本協定は 1 年間更新さ れたも のと みなす。 ま た、 更新さ れた協定をさ ら に更

新する 場合も 同様と する 。  

 

（ 秘密の保持）  

第８ 条 甲、 乙は、 こ の協定の履行にあたって知り 得た秘密を 他人に漏ら し てはなら ない。  

２  前項の規定は、 こ の契約が終了し た後についても 適用する 。  

 

（ 協議）  

第９ 条 本協定に定めがない事項が生じ た場合、 又は本協定の解釈について疑義が生じ た場

合は、 甲、 乙誠意をも って協議し 解決する 。  

２  前項の協議によ る 決定、 又は本協定の内容の変更については書面によ る も のと し 、 書面によ ら な

いも のは無効と する 。  
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本協定の締結を証する ため、 本書 2 通を 作成し 、 甲、 乙記名押印のう え各自 1 通を保有する 。  

 

 

平成２ ７ 年４ 月１ ３ 日 

 

                   甲   伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

 

                   伊 勢市 

                   伊 勢市長   鈴木 健一 

 

 

                   乙   三重県津市あのつ台四丁目 7 番地 1 

 

株式会社Ｚ Ｔ Ｖ                   

取締役社長 田村 憲司 
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「 災害時の放送に関する 協定」 にかかる 覚書 

 
伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社Ｚ Ｔ Ｖ 伊勢放送局（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 災害時の

放送に関する 協定を補完する ため、 必要な事項について、 次のと おり 覚書を締結する 。  

 

（ 災害について）  

第１ 条 災害と は、 災害対策基本法（ 昭和 36 年法律第 223 号） に基づく 伊勢市地域防災計画に位置づ

けた伊勢市災害対策本部を 設置する に至る 大規模災害が発生し 、 多く の市民が避難所生活を 長期間

続ける こ と を余儀なく さ れる と 市が判断する 災害を いう 。  

 

（ 災害時における 伊勢市の協定事項の実施判断について）  

第２ 条 被害状況と 対応にかかる 報道資料の提供と は別に、 避難者等へ直接に甲が緊急情報を提供す

る 広報活動に支障が生じ る と 甲が判断する 災害時において乙に依頼する 。 概ね市内の複数学区に

おいて広域に災害が発生し 、 避難指示等の発令下にある と と も に、 市外から の広域支援体制を 求

める 程度の被災規模以上が想定さ れる 。  

 

（ 緊急放送の為の連絡責任者と その連絡先）  

第３ 条 放送依頼を実施する ための連絡責任者を 互いに定め、 別途、 書面等によ り 連絡先等、 必要な

事項を毎年４ 月に相手方に通知する 。 ま た、 連絡先等が変更する 場合は、 直ちに相手方に通知す

る 。  

 

（ 情報の提供について）  

第４ 条 放送に関し て甲は乙に次の情報を 提供する 。  

（ １ ） 災害の規模、 内容、 見通し に関する 情報 

（ ２ ） 警報に関する 情報 

（ ３ ） 避難に関する 情報（ 準備情報、 勧告、 指示）  

（ ４ ） 避難所に関する 情報 

（ ５ ） 被災状況に関する 情報（ 死傷者、 建造物、 ラ イ フラ イ ン）  

（ ６ ） 安否情報 

（ ７ ） 治安情報 

（ ８ ） 救援活動及び警備活動に関する 情報 

（ ９ ） 医療情報（ 医療機関の稼働状況、 救護所の設置状況等）   

（ １ ０ ） 支援物資に関する 情報   

（ １ １ ） 復旧に関する 情報（ 交通機関、 道路、 ラ イ フ ラ イ ン）  

（ １ ２ ） 被災者への支援策に関する 情報 

（ １ ３ ） ボラ ンティ アに関する 情報   

（ １ ４ ） その他、 必要と 認めら れる 情報   

 

（ その他）  

第５ 条 放送に関し て甲は乙に次の事項を 許可する 。  

（ １ ） 災害担当職員への取材 

（ ２ ） 災害対応に関する 庁舎内での撮影 

（ ３ ） 特別職、 災害担当職員の番組出演 

（ ４ ） 庁舎内への中継放送設備の設置及び中継放送にかかる 電力使用 
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以上、 本覚書の成立を 証する ため本書を ２ 通作成し 、 甲、 乙記名押印のう え各自 1 通を 保有する 。  

 

平成２ ７ 年４ 月１ ３ 日 

 

                   甲   伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

 

                   伊 勢市 

                   伊 勢市長   鈴木 健一 

 

 

                   乙   三重県津市あのつ台四丁目 7 番地 1 

 

株式会社Ｚ Ｔ Ｖ                   

取締役社長 田村 憲司 
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８ ６  災害時の記録映像提供の協力に関する 協定（ 株式会社Ｚ Ｔ Ｖ ）  

 

（ 協定の趣旨）  

第１ 条 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社Ｚ Ｔ Ｖ （ 以下「 乙」 と いう 。） は、 伊勢市内で発生し

た地震、 風水害その他の災害（ 以下「 災害」 と いう 。） に関する 記録映像について、 提供協力を目的

と し て、 こ の協定を締結する 。  

 

（ 有効期間）  

第２ 条 本協定は、 締結の日の属する 年度の 3 月 31 日をも っ て終了する も のと する 。 ただし 、 終了前

30 日ま でに、 甲又は乙が、 それぞれ相手方に文書をも って、 協定を延長し ない旨の通知を行わない

場合には、 本協定は 1 年間更新さ れたも のと みなす。 ま た、 更新さ れた協定をさ ら に更新する 場合

も 同様と する 。  

 

（ 協力要請）  

第３ 条 乙が撮影し た災害の記録映像の提供について、 甲は乙に協力要請する こ と ができ る も のと する 。 

 

（ 協力の内容）  

第４ 条 乙は、 甲の要請を受けたと き は、 可能な範囲で記録映像の提供を行う も のと する 。  

 

（ 映像撮影）  

第５ 条 映像は、 原則、 乙の判断によ って撮影を行う も のと する 。  

  

（ 提供映像）  

第６ 条 乙が提供する 記録映像は、 原則、 肖像権など が発生し ないも のと する 。 肖像権が発生する 記録

映像については、 甲が権利処理を 行う も のと する 。  

 

（ 連絡体制）  

第７ 条 甲が行う 協力要請の手続は、 情報戦略局広報広聴課が担当し 、 乙が行う 提供の手続は、 伊勢放

送局が担当する 。  

２  甲は、 要請にあたって、 協力を要する 内容その他必要事項を乙へ連絡する も のと する 。  

 

 （ 提供料）  

第８ 条 提供料については原則、 無償と する 。  

 

 （ 提供映像の著作権）  

第９ 条 提供映像の著作権については、 乙に帰属する も のと する 。  

 

 （ 提供映像の使用）  

第１ ０ 条 提供映像の使用については、 甲がケーブルテレ ビ行政番組及び甲が開催する 防災講習等で使

用する こ と を乙は認める も のと する 。  

 

 （ 機密保持）  

第１ １ 条 甲及び乙は、 本協定において知り 得た業務上の機密を厳守し なければなら ない。  

 

（ 地位譲渡）  

第１ ２ 条 甲及び乙は、 本協定に基づく 権利及び地位の全部ま たは一部について、 第三者に対し て譲渡

し てはなら ない。  

 

（ 秘密の保持）  

第１ ３ 条 甲、 乙は、 こ の協定の履行にあたって知り 得た秘密を他人に漏ら し てはなら ない。  

２  前項の規定は、 こ の契約が終了し た後についても 適用する 。  
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（ 協議）  

第１ ４ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定の実施に関し て必要な事項は、 甲、 乙両者が協議し

て定める も のと する 。  

 

 

本協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲、 乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有する 。 

 

 

平成２ ７ 年４ 月１ ３ 日 

 

                   甲   伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

 

                   伊 勢市 

                   伊 勢市長   鈴木 健一 

 

 

                   乙   三重県津市あのつ台四丁目 7 番地 1 

 

株式会社Ｚ Ｔ Ｖ                   

取締役社長 田村 憲司 
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８ ７  災害時における 医療救護活動に関する 協定書（ 一般社団法人伊勢薬剤師会）  

 

   伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 一般社団法人 伊勢薬剤師会（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 災害時に

おける 医療救護活動について、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 目 的）  

第１ 条 こ の協定は、 伊勢市地域防災計画（ 以下「 防災計画」 と いう 。） に基づき 、 甲が実施する 災害

医療救護活動を円滑に行う ため、 乙の協力を得る こ と に関し 必要な事項を定める こ と を 目的と する 。 

 

（ 災害時医療救護計画の策定及び提出）  

第２ 条 乙は、 災害医療救護活動を実施する ため、 災害時医療救護計画を策定し 、 甲に提出する も のと

する 。  

２  乙は、前項の規定に基づき 提出し た災害時医療救護計画の内容を変更し たと き は、速やかに変更後

の災害時医療救護計画を甲に提出する も のと する 。  

 

（ 派遣の要請）  

第３ 条 甲は、災害医療救護活動を実施する 必要が生じ た場合は、乙に対し 災害時医療救護計画に基づ

き 編成し た薬剤師班の派遣を 要請する も のと する 。  

２  乙は、 前項の要請をう けた場合は、 速やかに薬剤師班を甲が指定する 救護所、 避難所若し く は医薬

品の集積場所( 以下、「 救護所等」 と いう 。 ) に派遣する も のと する 。  

３  甲は、乙に対し 薬剤師班の派遣を 要請する 場合は、次の事項を示し た文書又は口頭等によ り 行う も

のと する 。  

（ 5）  災害発生の日時、 場所 

（ 6）  災害の原因及び状況 

（ 7）  出動に要する 人数及び医薬品、 資器材等 

（ 8）  その他必要事項 

 

（ 薬剤師班の輸送）  

第４ 条 薬剤師班は、原則と し てタ ク シー等の交通機関又は乙の会員の所有する 車両等によ り 、救護所

等へ直行する も のと する 。 ただし 災害の状況によ り 必要に応じ 、 指定し た集結場所に集合する 場合

は、 甲の調達する 車両等で救護所等へ行く も のと する 。  

 

（ 薬剤師班の業務）  

第５ 条 薬剤師班の業務は、 次のと おり と する 。  

（ 1）  医薬品等の供給への協力 

（ 2）  医薬品等の調剤、 服薬指導及び医薬品等に関する 相談業務への協力 

（ 3）  医薬品等の仕分け・ 管理への協力 

（ 4）  その他医療救護活動に必要な業務 

 

（ 指揮命令）  

第６ 条 薬剤師班に係る 指揮命令は、 乙の災害時医療救護計画に基づき 乙が行う も のと する 。  

 

（ 連絡調整）  

第７ 条 薬剤師班の 医療救護活動に 係る 連絡調整は 、 甲及び乙が そ れ ぞ れ 指定する 者が 協       

議し て行う も のと する 。  

 

（ 医薬品等）  

第８ 条 乙が派遣する 薬剤師班が使用する 医療救護活動に必要な医薬品等は、 原則と し て甲が調達す

る 。  

２  甲は、必要がある と 認める と き は、乙及び乙の会員が管理し 保管する 医薬品等について提供を求め

る こ と ができ る 。 こ の場合、 乙はこ れに協力する も のと する 。  
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（ 調剤費）  

第９ 条 甲が設置する 救護所等における 応急的な災害医療救護活動は、 原則と し て無償で行う も のと

する 。  

 

（ 費用弁償等）  

第 10 条 甲の要請に基づき 、 乙が医療救護活動を実施し た場合に要する 次の経費は、 甲が   負担

する 。  

（ 1） 薬剤師班の派遣に伴う 経費 

   ア 薬剤師班の派遣に要する 費用弁償 

   イ  薬剤師班が携行又は調達し 、 医療救護活動のために使用し た医薬品等の実費弁償 

   ウ  薬剤師班が携行し た医療材料等が滅失損傷し た場合の実費弁償 

   エ 薬剤師班が交通機関を利用し た場合の実費弁償 

 

（ 災害補償）  

第 11 条 甲の要請に基づき 、 乙が派遣し た薬剤師班が、 医療救護活動に従事し 、 又は防災訓練に参加

し ている 間、及び救護所等と の往復の途上において、負傷し 、疾病にかかり 、又は死亡し た場合は、

「 議 会 の 議 員 そ の 他 非 常 勤 の 職 員 の 公 務 災 害 補 償 等 に 関 す る 条 例（ 平成 17 年 11 月 1 日

市条例第 30 号）」 に準じ 災害補償を行う も のと する 。  

 

（ 医事紛争の処理）  

第 12 条 こ の協定に基づき 実施し た災害医療救護活動に関し て、患者と の間に医事紛争が生じ た場合、

甲は責任をも ってその処理にあたり 、 乙又は当該薬剤師に求償し ないも のと する 。  

 

（ 災害救助法と の関係）  

第 13 条 災害救助法（ 昭和２ ２ 年法律第１ １ ８ 号） によ る 指定を受けた場合は、 本協定は指定日よ り

災害救助法の定める と こ ろによ る 。  

 

（ 細 則）  

第 14 条 こ の協定を実施する ために必要な事項については、 別に定める 。  

 

（ 協 議）  

第 15 条 こ の協定に定めのない事項又はこ の協定に関し 疑義が生じ た事項については、 甲乙協議し て

定める 。  

 

（ 協定の期間）  

第 16 条 こ の協定の有効期間は、 協定成立の日から 平成 28 年３ 月 31 日ま でと する 。 ただし 、 こ の協

定の有効期間終了ま でに甲乙いずれから も 何ら の意思表示も ないと き は、 期間満了の日の翌日から

１ 年間こ の協定を更新する も のと し 、 以後同様と する 。  

 

 

 こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲乙双方記名押印のう え、 各自１ 通を 保有する 。 

 

平成２ ７ 年４ 月２ ０ 日 

 

   甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

      伊 勢市 

         伊勢市長  鈴  木  健  一  

 

 

   乙 伊勢市楠部町３ ０ ３ ９ 番地 

      一般社団法人 伊勢薬剤師会 

         会   長   後 久  正  昭 
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８ ８  津波発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定書（ 有限会社三重

高齢者福祉会）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 有限会社 三重高齢者福祉会（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 津波が発

生し 、 又は発生する 恐れがある 場合において、 乙が所有する 施設を地域住民など の津波緊急避難所と

し て使用する こ と について、 次のと おり 協定を締結する 。 なお、 津波緊急避難所と は、 津波から 一時

的に避難する 施設であり 、 避難生活をする 場所ではない。  

 

（ 使用物件）  

第１ 条 乙は、 乙が所有する 次に掲げる 施設を津波緊急避難所と し て、 地域住民等に使用さ せる も の

と する 。  

施設名称  介護付有料老人ホーム わが家 伊勢 

所在地  伊勢市馬瀬町 850 番地 

所有者  後藤 則夫 

構造等  鉄筋コ ンク リ ート 造 2 階建て 

建築年月  平成 27 年 2 月 

使用場所  2 階食堂、 2 階廊下、 屋上 

使用場所の面積 使用場所 合計  1, 194 ㎡ 

２  甲は、 前項に規定する 施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用する 必

要な用具等を設置する 場合は、 乙の了解の下にて行う も のと する 。  

３  乙は、 対象施設の増改築等によ り 、 対象施設の面積等に変更が生じ る 場合、 又は何ら かの事情に

よ り 津波緊急避難所と し ての使用が不可能と なる と き には、 甲に連絡する も のと する 。  

（ 使用期間）  

第２ 条 対象施設の使用期間は、 緊急に避難が必要な津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 時か

ら 、 乙及び地域住民等が津波緊急避難所と し ての役割の終了を確認し た時ま でと する 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第３ 条 甲は、 津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 場合において対象施設を津波緊急避難所以外

の目的に使用し ないも のと する 。  

（ 費用負担）  

第４ 条 施設の使用料は無料と する 。  

（ 原状回復義務）  

第５ 条 甲は、 使用期間を終えたと き は、 対象施設を原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津波等

の災害によ り 損傷し た部分を 除く 。）。 こ の際、 地域住民等が施設の一部を破損し なければ避難が困

難であり 、 やむを得ず破損し たこ と が明ら かな箇所がある 場合は、 その回復に要する 費用の負担に

ついて、 甲乙で協議を 行う も のと する 。  

( 施設の解錠)  

第６ 条 対象施設の解錠は、 乙の職員又は乙の指定する も のが行う も のと する 。  

（ 利用者責任）  

第７ 条 乙は、 対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に対する

責任を一切負わないも のと する 。  

（ 津波緊急避難所の表示と 公開）  

第８ 条 甲は、 施設の使用箇所等を確認し たう えで津波緊急避難所と し て指定し 、 原則と し て、 それ

を表示する 看板を設置し 、 ホームページ等を用いて市民に対し て周知する も のと する 。  

（ 有効期限）  

第９ 条 こ の協定は、 協定締結の日から その効力を 有する も のと し 、 甲乙が文書をも って協定の終了

を通知し ない限り 、 その効力を持続する も のと する 。  

（ 協議事項）  

第 10 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都度、

甲乙が協議し て定める も のと する 。  
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こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有す

る 。  

 

平成 27 年４ 月 24 日 

 

 

                 甲  三 重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

                   伊 勢市 

                   伊 勢市長 鈴 木 健一 

 

乙 三重県津市河芸町上野 1902 番地 

  有限会社 三重高齢者福祉会 

  代表取締役 後藤 則夫 
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８ ９  津波発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定書（ アンジュ ール

小木Ⅱ所有者）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と アンジュ ール小木Ⅱ所有者（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 津波が発生

し 、 又は発生する 恐れがある 場合において、 乙が所有する 施設を地域住民など の津波緊急避難所と し

て使用する こ と について、 次のと おり 協定を締結する 。 なお、 津波緊急避難所と は、 津波から 一時的

に避難する 施設であり 、 避難生活をする 場所ではない。  

 

（ 使用物件）  

第１ 条 乙は、 乙が所有する 次に掲げる 施設を津波緊急避難所と し て、 地域住民等に使用さ せる も の

と する 。  

施設名称  アンジュ ール小木Ⅱ 

所在地  伊勢市小木町 249－6 

所有者   

構造等  鉄筋コ ンク リ ート 造 6 階建て 

建築年月  平成 27 年 1 月 

使用場所  ２ ～6 階の階段およ び踊り 場、 同階共用廊下 

使用場所の面積 使用場所 合計 219. 30 ㎡ 

２  甲は、 前項に規定する 施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用する 必

要な用具等を設置する 場合は、 乙の了解の下にて行う も のと する 。  

３  乙は、 対象施設の増改築等によ り 、 対象施設の面積等に変更が生じ る 場合、 又は何ら かの事情に

よ り 津波緊急避難所と し ての使用が不可能と なる と き には、 甲に連絡する も のと する 。  

（ 使用期間）  

第２ 条 対象施設の使用期間は、 緊急に避難が必要な津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 時か

ら 、 乙及び地域住民等が津波緊急避難所と し ての役割の終了を確認し た時ま でと する 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第３ 条 甲は、 津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 場合において対象施設を津波緊急避難所以外

の目的に使用し ないも のと する 。  

（ 費用負担）  

第４ 条 施設の使用料は無料と する 。  

（ 原状回復義務）  

第５ 条 甲は、 使用期間を終えたと き は、 対象施設を原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津波等

の災害によ り 損傷し た部分を 除く 。）。 こ の際、 地域住民等が施設の一部を破損し なければ避難が困

難であり 、 やむを得ず破損し たこ と が明ら かな箇所がある 場合は、 その回復に要する 費用の負担に

ついて、 甲乙で協議を 行う も のと する 。  

（ 利用者責任）  

第６ 条 乙は、 対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に対する

責任を一切負わないも のと する 。  

（ 津波緊急避難所の表示と 公開）  

第７ 条 甲は、 施設の使用箇所等を確認し たう えで津波緊急避難所と し て指定し 、 原則と し て、 それ

を表示する 看板を設置し 、 ホームページ等を用いて市民に対し て周知する も のと する 。  

（ 有効期限）  

第８ 条 こ の協定は、 協定締結の日から その効力を 有する も のと し 、 甲乙が文書をも って協定の終了

を通知し ない限り 、 その効力を持続する も のと する 。  

（ 協議事項）  

第９ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都度、

甲乙が協議し て定める も のと する 。  
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こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有す

る 。  

平成 27 年５ 月 12 日 

 

 

                 甲  三 重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

                   伊 勢市 

                   伊 勢市長 鈴 木 健一 

 

                 乙  三 重県伊勢市神田久志本町 1461-2 

竹中 司郎 
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９ ０  Ｌ アラ ート （ 公共情報コ モンズ） の運用に係る 覚書（ 三重県）  

 

覚 書 
 

 三重県（ 以下、「 甲」 と いう 。） と 伊勢市（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 L アラ ート （ 公共情報コ モンズ）

（ 以下「 L アラ ート 」 と いう 。） への情報提供について、 次のと おり 覚書を締結する 。  

 

（ 目的）  

第1条 こ の覚書は、 甲が運用する 防災情報シス テム（ 以下「 シス テム 」 と いう 。） に乙が入力し た情報

をシス テムから L アラ ート に提供する ために必要な事項を定める こ と を目的と する 。  

（ 情報提供）  

第2条 乙がシス テムに入力し 、 L アラ ート に情報提供する 項目は以下のと おり と する 。  

イ  災害対策本部の設置及び廃止 

ロ  避難準備情報、 避難勧告、 避難指示、 警戒区域の発令及び解除 

ハ 避難所の設置及び廃止、 避難者数 

ニ 被害総括（ 三重県全体の被害集計）  

（ 期間）  

第3条 こ の覚書に定める L アラ ート への情報提供は、 平成 27 年 6 月 1 日から 行う も のと する 。  

（ 条件）  

第4条 こ の覚書に定める L アラ ート への情報提供は、 以下の各号に基づき 行う も のと する 。  

１  第 2 条に定める 情報のう ち、 イ 、 ロ 、 ハについては、 乙がシス テムに入力し たと 同時に情報提供

を行う も のと する 。  

２  第 2 条に定める 情報のう ち、 ニについては、 乙がシス テムに入力し 、 甲が集計を行った後に情報

提供を行う も のと する 。  

３  第 2 条に定める 情報を乙が災害対応上の理由でシス テムに入力でき ない場合、 甲と 乙が協議し 、

双方合意の上、 甲が代行入力を行う も のと する 。  

４  甲がシス テムから L アラ ート への情報提供が困難である と 判断し た場合、 事前に乙へ通知をし

た上で、 L アラ ート への情報提供を中止する も のと する 。  

（ 協議）  

第5条 こ の覚書に定めのない事項については、 その都度、 甲と 乙が協議し て定める も のと する 。  

 

 こ の合意を 証する ため、 本書 2 通を作成し 、 甲、 乙記名押印の上、 各自その 1 通を保有する も のと す

る 。  

 平成 27 年 5 月 15 日 

甲 津市広明町 13 番地 

  三重県 

   三重県知事  鈴木 英敬 

 

 

 

 

乙 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

  伊勢市 

                    伊勢市長  鈴 木 健一 
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９ １  津波発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定書（ 学校法人みど

り 学園 ゆたか幼稚園）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 学校法人みど り 学園 ゆたか幼稚園（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 津

波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 場合において、 乙が所有する 施設を地域住民など の津波緊急避

難所と し て使用する こ と について、 次のと おり 協定を締結する 。 なお、 津波緊急避難所と は、 津波か

ら 一時的に避難する 施設であり 、 避難生活をする 場所ではない。  

（ 使用物件）  

第１ 条 乙は、 乙が所有する 次に掲げる 施設を津波緊急避難所と し て、 地域住民等に使用さ せる も の

と する 。  

施設名称  学校法人みど り 学園 ゆたか幼稚園 

所在地  三重県伊勢市御薗町王中島２ ３  

所有者  理事長 岡村 豊 

構造等  RC造 3 階建て 

建築年月  昭和 56 年 3 月 

使用場所 

2 階： ベラ ンダ、 廊下、 階段、  

3 階： ベラ ンダ、 廊下、 階段、 大ホール 

屋上( 避難デッ キは除く )  

使用場所の面積  894. 684 ㎡ 

２  甲は、 前項に規定する 施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用する 必

要な用具等を設置する 場合は、 乙の了解の下にて行う も のと する 。  

３  乙は、 対象施設の増改築等によ り 、 対象施設の面積等に変更が生じ る 場合、 又は何ら かの事情に

よ り 津波緊急避難所と し ての使用が不可能と なる と き には、 甲に連絡する も のと する 。  

（ 使用期間）  

第２ 条 対象施設の使用期間は、 緊急に避難が必要な津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 時か

ら 、 乙及び地域住民等が津波緊急避難所と し ての役割の終了を確認し た時ま でと する 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第３ 条 甲及び地域住民は、 津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 場合において対象施設を津波緊

急避難所以外の目的に使用し ないも のと する 。  

（ 費用負担）  

第４ 条 施設の使用料は無料と する 。  

（ 原状回復義務）  

第５ 条 甲は、 使用期間を終えた時は、 対象施設を 原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津波等の

災害によ り 損傷し た部分を除く 。）。 こ の際、 地域住民等が施設の一部を 破損し なければ避難が困難

であり 、 やむを得ず破損し たこ と が明ら かな箇所がある 場合は、 その回復に要する 費用の負担につ

いて、 甲乙で協議を行う も のと する 。  

( 施設の解錠)  

第６ 条 対象施設の解錠について、 甲は必要な整備を行う も のと する 。  

（ 利用者責任）  

第７ 条 乙は、 対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に対する

責任を一切負わないも のと する 。  

（ 津波緊急避難所の表示と 公開）  

第８ 条 甲は、 施設の使用箇所等を確認し たう えで津波緊急避難所と し て指定し 、 原則と し て、 それ

を表示する 看板を設置し 、 ホームページ等を用いて市民に対し て周知する も のと する 。  

（ 有効期限）  

第９ 条 こ の協定は、 協定締結の日から その効力を 有する も のと し 、 甲乙が文書をも って協定の終了

を通知し ない限り 、 その効力を持続する も のと する 。  

（ 協議事項）  

第 10 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都度、

甲乙が協議し て定める も のと する 。  
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こ の協定の締結を証する ため、 本書２ 通を作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有す

る 。  

 

平成 27 年 6 月 19 日 

 

 

                 甲  三 重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

                   伊 勢市 

                   伊 勢市長 鈴 木 健一 

乙 三重県伊勢市御薗町王中島２ ３  

  学校法人みど り 学園 ゆたか幼稚園 

理事長  岡村 豊 
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「 津波発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定」 にかかる 覚書 
  

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 学校法人みど り 学園 ゆたか幼稚園（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 津波

発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定書第 6 条を補完する ため、 必要な事項につい

て、 次のと おり 覚書を締結する 。  

 

第１ 条 甲は、 甲の費用において概ね次の資機材を 1 台設置する 。  

   ・ 地震自動解錠付防災ボッ ク ス  

 

第２ 条 乙は、 上記資機材の設置箇所を無償にて提供する 。  

 

第３ 条 場所の選定にあたっては、 甲・ 乙双方で協議し 最も 有効な場所と する 。  

 

第４ 条 甲は、 協定で定める 使用場所に至る ための鍵を上記資機材に保管し ておく も のと する 。  

 

第５ 条 上記資機材の点検については、 乙が適宜実施する も のと する 。 その際に異常が発見さ れた場合

は速やかに甲に報告する も のと する 。  

 

第６ 条 上記資機材に修理が必要と 甲・ 乙双方が確認し た場合の修復は、 甲が甲の費用において修理を

実施する も のと する 。  

 

第７ 条 上記資機材に保管し た鍵が乙の責によ ら ず紛失し た場合、 甲は鍵穴の交換等、 乙の防犯上必要

な措置を講ずる も のと する 。  

 

平成 27 年 6 月 19 日 

甲   三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

                       伊 勢市 

                       伊 勢市長  鈴木 健 一 

 

乙   三重県伊勢市御薗町王中島２ ３  

                       学 校法人みどり 学園 ゆたか幼稚園 

理事長  岡村 豊 
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９ ２  災害時における 緊急物資輸送等に関する 協定書（ 三重県ト ラ ッ ク 協会 南勢支部）  

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 三重県ト ラ ッ ク 協会南勢支部（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 災害時に

おける 救援・ 支援物資の避難所等への配送（ 以下「 緊急物資輸送」 と いう 。） 等の支援協力に関し 、 次

のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 本協定は、 地震等によ る 大規模災害（ 以下「 災害」 と いう 。） が発生し た場合において、 甲が

乙に対し て行う 緊急輸送等の支援要請に関し 、 その手続き 等について定め、 災害応急対策及び災害

復旧対策を 円滑に実施する こ と を目的と する 。  

 

（ 協力の内容）  

第２ 条 甲は乙に対し 、 次の事項について協力を要請する こ と ができ る 。  

 こ の場合において、 乙は甲の要請に基づき 、 可能な限り 対応する よ う 努める も のと する 。  

（ １ ）  甲が管理する 防災用備蓄品の避難所等への配送 

（ ２ ）  甲が管理する 支援物資拠点から 避難所等への物資の配送 

（ ３ ）  前各号に掲げる も ののほか、 甲乙双方が本協定によ る 支援協力と し て行う こ と を相当と 認め

たも の 

 

（ 支援要請の手続き ）  

第３ 条 甲が前条の規定によ る 支援を必要と する と き は、 文書（ 様式１ ） によ り 要請する も のと す

る 。 ま た、 乙は前条の規定によ る 業務を 終了し たと き は、 速やかに、 甲に対し 、 文書（ 様式２ ） に

よ り 、 必要事項を報告する も のと する 。  

  ただし 、 緊急を要する 場合は、 口頭又は電話を も って要請し 、 業務の終了後速やかに文書を提出

する も のと する 。  

 

（ 連絡体制の整備）  

第４ 条 甲及び乙は本協定に関する 連絡責任者を選定し 、 相互に書面によ り 通知する も のと し 、 変更

があった場合はその都度通知する も のと する 。  

２  甲が乙以外と 本協定と 同様の内容の協定を締結し た場合、 乙は甲の要請に基づき 、 当該 

協定締結者と 可能な範囲内において随時連絡体制を整える も のと する 。  

 

（ 費用負担）  

第５ 条 第２ 条に規定する 協力内容の実施に要し た費用は甲が負担する も のと し 、 甲は、 その代金

を、 災害発生時によ る 混乱が沈静化し た後、 速やかに支払う も のと する 。  

 

（ 額の決定）  

第６ 条 前条に規定する 甲が負担する 費用の額は、 乙の会員事業者の届出運賃・ 料金を基準と し て、

甲乙協議のう え決定する も のと する 。  

 

（ 情報の交換）  

第７ 条 甲及び乙は、 こ の協定が円滑に運営さ れる よ う 、 平素から 必要に応じ 、 情報の交換を行う も

のと する 。  

 

（ 免除）  

第８ 条 乙が被災し た場合は、 甲及び乙は協議の上、 被害の程度に応じ 、 第２ 条に規定する 事項の全

部又は一部を免除でき る も のと する 。  

 

（ 協議）  

第９ 条 本協定に定めのない事項、 又は疑義を生じ た事項については、 その都度、 甲乙協議の上、 決

定する も のと する 。  

 

 

第
６
編

協
定
等
一
覧



344 

 

（ 有効期限）  

第 10 条 本協定の有効期限は、 締結日から 平成２ ８ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。 ただし 、 期間満了の１

月前ま でに、 甲又は乙から 内容の変更又は協定を継続し ない旨の申し 出が無いと き は、 本協定は同

一の条件で１ 年間継続する も のと し 、 以降も 同様と する 。  

 

以上、 本協定の締結を 証する ため、 本協定書２ 通を作成し 、 甲乙記名押印の上、 各自その 

１ 通を保有する 。  

 

 

平成 27 年７ 月 23 日 

 

 

甲  三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

                    伊勢市 

                     伊 勢市長  鈴 木 健 一 

 

 

乙  三重県伊勢市村松町字明野１ ３ ５ ６ －９  

三重県ト ラ ッ ク 協会南勢支部 

南勢支部長  南  英 雄 
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様式１ （ 第３ 条関係）  

平成  年  月  日 

三重県ト ラ ッ ク 協会南勢支部 

南勢支部長         様 

 

                伊勢市長 

 

要請書 

 

「 災害時における 緊急物資輸送等に関する 協定書」 第３ 条によ り 、 下記のと おり 協力を 要請し ま す。 

 

記 

 

1 支援内容 

□ 市が管理する 防災用備蓄品の避難所等への配送 

□ 市が管理する 支援物資拠点から 避難所等への配送 

□ その他 

 

2 要請内容 

・  必 要と する 車両数   台 、 人員   人、 資機材（                ）  

 

・  物資積込場所及び搬入場所 

 

・  輸送品目 

品    名  数 量 品    名  数 量 

    

    

    

    

    

 

3 その他参考と なる 事項 
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様式２ （ 第３ 条関係）  

平成  年  月  日 

伊勢市長 様 

 

三重県ト ラ ッ ク 協会南勢支部 

南勢支部長       ㊞  

 

実績報告書 

 

平成  年  月  日付けで要請のあった業務が終了し ま し たので、 次のと おり 報告し ま す。  

 

記 

 

1 支援内容 

□ 市が管理する 防災用備蓄品の避難所等への配送 

□ 市が管理する 支援物資拠点から 避難所等への配送 

□ その他 

 

2 実施内容 

・  使 用し た車両数   台 、 人員   人 、 資機材（                ）  

 

・  物資積込場所及び搬入場所 

 

・  輸送品目 

品    名  数 量 品    名  数 量 

    

    

    

    

    

 

3 その他参考と なる 事項 
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９ ３  災害時における 応急対策の協力に関する 協定書（ 三和シヤッ タ ー工業株式会社）  

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 三和シヤッ タ ー工業株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。 ） は、

災害時における 応急対策活動の協力に関する 協定を 次のと おり 締結する 。  

こ の協定は、 甲と 乙の中部営業部と の間に適用する 。  

 （ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、 地震、 風水害又はその他の災害（ 以下「 災害」 と いう 。 ） が発生し た

場合に甲及び乙の応急対策活動の協力について必要な事項を 定める も のと する 。  

 （ 協力要請）  

第２ 条 甲は、 災害時において乙に対し 公共建築物等のシャ ッ タ ー、 ド ア等の緊急点検及

び緊急修理（ 以下「 本件業務」 と いう 。 ） について協力要請を する こ と ができ る 。  

２  甲は、 前項の規定によ り 本件業務を要請する と き は、 応急対策要請書（ 第１ 号様式）

によ り 行う も のと する 。 ただし 、 緊急を 要する と き は、 電話又はその他の方法によ り 要

請する こ と ができ る 。  

 （ 要請に対する 措置）  

第３ 条 乙は、 甲から 前条の要請を 受けたと き は、 必要に応じ て本件業務の従事者の安全

確保等に関し て甲と 協議の上、 可能な限り 適切な措置を と る と と も に、 その措置結果を

応急対策報告書（ 第２ 号様式） によ り 甲に報告する も のと する 。  

２  乙は、 甲から の要請に対し 特に業務上の支障、 その他やむを 得ない事由のない限り 乙

の営業時間外においても こ れに応じ る も のと し 、 いつでも 要請に応じ ら れる 態勢を 平時

から 確立し ておく も のと する 。  

 （ 連絡責任者）  

第４ 条 本件業務に関する 事項の伝達を正確かつ円滑に行う ため、 甲乙双方の連絡先及び

連絡責任者等を 連絡担当者確認書（ 第３ 号様式） によ り 定める も のと する 。 ただし 、 内

容の変更が生じ た場合は速やかに相手先に報告する も のと する 。  

 （ 経費の負担及び価格の決定）  

第５ 条 乙が実施し た本件業務に要し た費用は次のと おり と する 。  

 ( １ )  緊急点検における 費用については、 無償と する 。  

 ( ２ )  緊急修理における 費用については甲が負担する も のと し 、 当該価格については災

害発生直前における 適正な費用を 基準と し て乙が算出し 、甲乙協議の上、決定する 。  

 

 

（ ３ ）  本件業務の結果、 部品交換、 製品交換等が必要と さ れる 場合の費用については甲

が負担する も のと し 、 当該費用については災害発生直前における 適正な費用を 基準

と し て乙が算出し 、 甲乙協議の上、 決定する 。  

 （ 災害補償）  

第６ 条 第２ 条第１ 項の規定に基づき 、 本件業務に従事し た者がそのために死亡し 、 負傷

し 、 若し く は疾病にかかり 、 又は障害と なっ た場合の災害補償は、 労働者災害補償保険

法（ 昭和22年法律第50号） によ り 対処する も のと し 、 その適用がない場合は「 議会の議

員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する 条例（ 伊勢市条例第３ ０ 号） 」 に準じ

災害補償を 行う も のと する 。  

 （ 協議事項）  

第７ 条 こ の協定に定めのない事項又はこ の協定内容に疑義が生じ たと き は、 甲乙双方が

誠意を も っ て協議の上、 対応する も のと する 。  

 （ 有効期間）  

第８ 条 こ の協定の有効期間は、 締結の日から 平成２ ８ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。 但し 、
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期間満了の３ か月前ま でに甲又は乙から 書面によ る 変更、 解約の申し 出のないと き は、

こ の協定は更に１ 年間延長する も のと し 、 その後も 同様と する 。  

（ 合意管轄）  

第９ 条 こ の協定に関する 紛争について、 津地方裁判所伊勢支部又は伊勢簡易裁判所を 第

一審の専属的合意管轄裁判所と する こ と に合意する 。  

 （ 反社会的勢力と の取引排除）  

第１ ０ 条 乙は、 甲に対し 、 こ の協定の締結時において、 自己（ 法人の場合は、 代表者、 役

員又は実質的に経営を 支配する 者） が暴力団、 暴力団員、 暴力団関係企業、 総会屋、 社

会運動標ぼう ゴ ロ 、 特殊知能暴力集団等の反社会的勢力（ 以下「 反社会的勢力」 と いう ）

に該当し ないこ と を 表明し 、 かつ、 将来にわたっ ても 該当し ないこ と を 確約する 。  

２  乙は、 甲が前項の該当性の判断のために調査を 要する と 判断し た場合は、 その調査に

協力し 、 こ れに必要と 判断する 資料を 提出し なければなら ない。  

３  甲は、 乙が反社会的勢力に属する と 判明し た場合は、 何ら の催告なし に、 こ の協定の

全部又は一部を 解除する こ と ができ る 。  

４  甲が前項の規定によ り こ の協定を 解除し た場合は、 甲はこ れによ る 乙の損害を 賠償す

る 責を 負わない。  

 

 （ 附則）  

第１ １ 条 こ の協定の詳細事項については、 添付の重要事項説明書に定める も のと する 。  

 

 こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印の上、 各自１ 通を 保有

する 。  

 

  平成27年８ 月21日 

 

               甲  三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

                  伊  勢  市  

                  伊 勢市長 鈴  木  健  一           

                        

               乙  愛知県名古屋市東区白壁２ －４ －８  

三和シヤッ タ ー工業株式会社 

                  中 部営業部長 浜 野 寿 之 
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第１ 号様式（ 第２ 条関係）  

年  月   日   

 三和シヤッ タ ー工業株式会社 

            様  

 

伊勢市長  

 

応急対策要請書 

 

 応急対策の協力について次のと おり 要請し ま す。  

項目 内容 

災害状況及び活動

内容 

 

活動場所  

その他必要事項  

 

第
６
編

協
定
等
一
覧



350 

 

第２ 号様式（ 第３ 条関係）  

年  月   日   

 伊勢市長 様 

 

三和シヤッ タ ー工業株式会社   

 

 

応急対策報告書 

 

 応急対策の協力について次のと おり 報告し ま す。  

項目 内容 

活動人員及び期間  

活動場所  

災害状況及び活動

内容 

 

その他必要事項  
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第３ 号様式（ 第４ 条関係）  

 

連絡担当者確認書（ １ ／２ ）  
 

【 三和シヤッ タ ー工業株式会社】  

１  連絡担当者 

担当部署名  

担当者役職・ 氏名  

住所  

Ｔ Ｅ Ｌ   

携帯  

Ｆ Ａ Ｘ   

E‐ mail  

 

２  予備連絡先（ 担当部署が被災等によ り 連絡がつかない場合の連絡先）  

項目 第１ 連絡先 第２ 連絡先 

部署名   

役職・ 氏名   

Ｔ Ｅ Ｌ    

携帯   

Ｆ Ａ Ｘ    

 

３  営業時間及び休日 

・  営業時間〔  〕  

・  休   日〔  〕  

 ※営業時間外（ 休日・ 夜間） 受付窓口 
   

４  主な修理対応商品 
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連絡担当者確認書（ ２ ／２ ）  
 

【 伊勢市】  

１  連絡担当者 

担当課  

担当者職氏名  

住所  

Ｔ Ｅ Ｌ   

Ｆ Ａ Ｘ   

E‐ mail  

 

２  緊急連絡先 

 第１ 連絡先 第２ 連絡先 

役職・ 氏名   

携帯   

 

 

※人事異動など で記載事項に変更が生じ た場合は、 改めてこ の確認書をご送付願いま す。  
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重要事項説明書 

 

こ の、 重要事項説明書は、 伊勢市と 三和シヤッ タ ー工業株式会社の間で締結する 、 「 災害時における

応急対策の協力に関する 協定」 の重要事項について説明致し ま す。  

 

１ ． 協定の対象範囲について 

（ １ ）  こ の協定の対象地域から 、 車の通行でき る 橋でつながっていない離島・ 諸島は除く 。  

（ ２ ）  建築物の範囲は、 自治体様の保有管理する 公共建築物で、 避難所に指定さ れている も のと 、 災

害復旧に深く 関連し ている 自治体様の本支庁舎、 消防署、 警察署、 公共病院（ 市・ 県・ 国立・

労災等） と し ま す。 民間の施設は指定避難所、 医療施設共に除き ま す。  

（ ３ ）  協定締結後の点検によ り 、 対象建築物の中の対象と なる 建具の設置箇所を確認し 、 対象と なる

建具を特定し 自治体様と 合意し ま す。 以外の建具はこ の協定の対象外と なり ま す。 迅速に多数

の応急対応に応じ る ため、 対象施設内の、 災害復旧に深く 関連し ている 重要なエリ アと 避難所

目的と し て重要なエリ アに、 対象建具の箇所を絞り 込んで下さ い。（ 例： 小学校の体育館に設

置さ れている 建具○、 一般教室×）  

 

２ ． 災害発生時の対応優先順位およ び出動について 

（ １ ）  東日本大震災時の様に、 広域多方面の災害によ り 、 こ の協定の個別対応が困難と なった場合

は、 別途協議と し ま す。 なお、 東日本大震災時の復旧時には、 個別対応が困難と なり 、 最終的

にゼネコ ンの管理下での活動と し ま し た。  

（ ２ ）  災害発生時の対応優先順位は、 弊社自身の被災も 想定さ れ、 Ｂ Ｃ Ｐ 社内計画の定めによ り 「 従

業員、 施工技術者、 社内外注者と その家族の安全確保を最優先と し 、 早期の業務再開をはかる

事」 と し 、 その次の優先先と し て本協定は対応し ま す。  

（ ３ ）  出動については甲乙協議と し ており 、 自治体様から の依頼によ り 必ず出動する と いう こ と では

なく 、 その時点での状況や、 作業従事者の二次災害を防ぐ ため、 出動し ない事があり ま す。 災

害発生中は出動し ま せん。 発生後の応急の復旧作業に従事し ま す。 出動後、 二次災害に巻き 込

ま れる 危険性が発生し た場合は退却し ま す。  

 

【 想定状況】  

災害について対応困難な状況（ 余震・ 津波・ 大規模火災・ 暴風豪雨・ 河川の氾濫・ 土石流やなだ

れ等によ り 、 警戒警報・ 特別警報・ 避難指示・ 避難勧告中や、 交通麻痺・ 交通規制・ 立ち入り 規

制地区・ 倒壊の危険性のある 建物への立ち入り 制限、 燃料確保・ 弊社が被災し た場合のＢ Ｃ Ｐ 社

内規定など） がある と 想定し ており ま す。  

 

 

３ ． 協定締結前に実施する こ と について 

（ １ ） 自治体様よ り 指定避難所等の一覧を必ずご提示下さ い。 対象の建築物を 双方合意さ せて頂き

ま す。 対象建築物の優先順位があれば併せてご 指示願いま す。 ま た、 自治体様作成の各種ハ

ザード マッ プをご提示下さ い。 対象建築物と 照ら し 合わせて周辺の危険度について相互確認

をさ せて頂き ま す。 弊社の施工体制や工事員の所在と 照ら し 合わせて、 概ね対応でき る レ ベ

ルの打ち合わせをさ せて頂き ま す。  

（ ２ ） 迅速に多数の応急対応に応じ る ため、 協定締結後に、 対象建築物内の対象と なる 建具の絞込

み作業を実施する こ と について、 締結前に双方合意さ せて頂き ま す。  

 

４ ． 協定締結後に実施する こ と について 

（ １ ） 対象建築物の確認と 対象建具の無償点検を行い、 対象建築物の所在地およ び経路・ 近隣の 地

形確認、 対象の建具の設置箇所およ び状況を確認し 、 点検記録表に記載の上、 自治体様へ報告

致し ま す。 点検時に見つかった、 動作不具合や予防交換時期がき ている 部品については、 点検

記録表にて指摘報告を行い、 修理見積書を提出さ せて頂き ま す。 あわせて、 現行の安全基準装

置である 、 避難時停止装置が未装着のシャ ッ タ ーは提案見積書を提出さ せて頂き ま す。  

（ ２ ） 自治体様の避難訓練がある 場合は、 避難所の緊急点検など のメ ニュ ーを組み入れて頂き 、 訓練

に参加し て、 想定の検証と ノ ウ ハウ の蓄積を行いたいと 存じ ま すのでご検討願いま す。  
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９ ４  アマチュ ア無線等によ る 災害時の情報収集・ 伝達等の協力に関する 協定書（ 伊勢

市アマチュ ア無線災害ネッ ト ワ ーク ）  

 
伊勢市（以下「甲」という。）と伊勢市アマチュア無線災害ネットワーク（以下「乙」という。）は、災害時における

情報の収集・伝達等に関し、次のとおり協定（以下「本協定」という。）を締結する。 

 

（目的） 

第１条 本協定は、伊勢市内及び周辺地域で大規模な災害が発生し、又は発生する恐れがある場合において、

甲の要請に基づき、乙が協力する非常無線通信を含む災害時の情報収集・伝達等を行うための無線通信に必

要な事項を定める。 

 

（対象とする災害） 

第２条   本協定において「災害」とは、災害対策基本法（昭和３６年法律第２２３号）第２条第１号に定めるもの、

及びそれと同程度の災害等により甲が乙の協力が必要であると認めたものをいう。 

 

（非常無線通信、災害時の情報収集伝達の無線通信 ） 

第３条 本協定において「非常無線通信」とは、電波法（昭和２５年法律第１３１号）第五十二条第四号、同第七

十四条に規定する通信を言う。 

２ 本協定において「災害時の情報収集伝達の無線通信」とは、令和三年総務省告示第九十一号に定められた

特定非営利活動促進法に定める特定非営利活動に該当する活動その他 の社会貢献活動のために行う業務

のうち、八の災害救援活動にかかる無線通信を言う。 

 

（協力要請） 

第４条 甲は、災害時の非常無線通信を含む無線通信を活用した情報収集・伝達の必要があると認めるときは、

乙に協力を要請することができる。 

２ 乙は、前項の規定による要請を受けた場合は、可能な範囲で協力するものとする。 

３ 乙は、甲へ提供することが適切と思われる情報を得た場合は、甲の要請によらず甲へ情報を提供することが

できる。 

 

（協力要請に係る手続き） 

第５条 前条第１項の規定による要請に係る手続きは、伊勢市災害対策本部が行う。 

２ 前項の要請の手続きを行うため、連絡担当者等を定める。 

  

 

（情報収集・伝達等の無線通信の内容） 

第６条 乙が非常無線通信を含む情報収集・伝達等のために実施する内容は次に掲げる事項とする。 

（１）甲が所有、又は指定する施設内における無線局の設置・運用 

（２）本協定の履行に必要な機器等の持ち込み・貸与 

（３）被害状況等の情報収集・伝達 

（４）その他必要と認められる事項 

２ 乙は、前項第 3 号の規程による情報については、次に掲げる事項とする。 

（１）被害発生の場所及びその状況 

（２）火災、建物倒壊等による被災者の発生状況及び救護状況 

（３）道路情報及び交通機関の運行状況 

（４）住民の避難状況 

（５）ライフラインの被害状況及び応急対策の状況 

（６）医療機関の開設状況 

（７）その他必要と認められる事項 

３ 乙は、人命に関わる緊急情報を得た場合には、速やかに甲に伝達するものとする。 

４ 乙は、個人情報の保護に関する法律第十六条第三項に定める場合を除き、個人情報については秘匿性の

守られない方法による伝達をしてはならない。 
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（協力の期間） 

第７条 乙が甲の情報収集に協力する期間は、第４条の規定による要請があったときから甲が無線通信を活用し

た情報収集の必要がないと判断して乙に情報収集を終了する旨の連絡をしたときまでとする。 

 

（無線通信を伴う準備・訓練） 

第８条 乙は、第３条第２項により行う無線通信について、本協定の目的を達成するために必要となる準備およ

び訓練を行うことができる。 

 

（活動の原則と費用弁済） 

第９条 乙が本協定に基づき行う活動はボランティア活動として行う。 

２ 乙が行う活動に係る経費は無償とする。 

３ 災害対策基本法、災害救助法等で規定する実費弁償に相当する事象が発生した場合には甲乙協議の上決

定する。 

 

（情報の交換等） 

第１０条 本協定に基づく支援協力が行われるよう、必要に応じて連絡先、構成員及び組織図等情報の交換及

び訓練を実施するものとする。 

 

（無線従事者の確認） 

第１１条 乙は、本協定に基づいて活動する乙の会員については、電波法第 40 条第 5 号に定められた資格を

証する書類の写しをあらかじめ甲に提出する。 

２ 乙が総務省東海総合通信局に提出した乙の開設する社団局の構成員名簿の写しを前項の「資格を証する

書類」の写しに置き換える事が出来る。 

３ 甲は１項の書類又はその内容の流失・紛失がないよう適切に保管する。 

 

(秘密の保持) 

第１２条   乙は、本協定に基づいて活動する際に得た情報について、甲の要請する無線通信による伝達のほ

か、甲の許可なく外部に漏洩してはならない。 

 

（協定の有効期限） 

第１３条  本協定の有効期間は、協定締結の日から令和６年８月 31 日までとする。ただし、有効期間満了の日

の１ヶ月前までに、甲又は乙から協定の変更又は解消の意思表示がないときは、本協定は更に１年間延長され

たものとみなし、以後この例による。 

 

（疑義） 

第１４条 本協定に定めのない事項又は本協定の内容等に疑義が生じた場合は、その都度甲乙協議して定める。 

 

平成２ ７ 年 10 月 30 日に締結し た「 災害時における 非常無線通信の協力に関する 協定書」 は、 本協定の

締結をも って廃止する 。  

 

 

本協定の締結を証するために、本書２通を作成し、甲及び乙が記名押印の上、各１通を保有する。 

 

令和５年９月１日 

（甲） 伊勢市岩渕１丁目７番２９号 

伊勢市長   鈴 木 健 一 

（乙） 伊勢市船江１丁目３番６０号 

伊勢市アマチュア無線災害 

ネットワーク代表  説田守道 
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９ ５  災害時等における 避難所等要援護者の応急措置等に関する 協定書（ 株式会社かが

せお）  

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社 かがせお（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 伊勢市内に地震、

風水害やその他によ る 災害が発生し 、又は発生のおそれがある 場合( 以下「 災害時等」 と いう 。) に際し 、

避難所等への人的支援及び市内の介護サービス を 利用する 災害時要援護者の安否情報の提供について、

次のと おり 協定を 締結する 。  

 

 ( 趣旨)  

第 1 条 こ の協定は、 高齢者、 障がい者等の災害時要援護者( 以下「 要援護者」 と いう 。 ) が避難し た避

難所等への介護職員等の確保及び市内の介護サービ ス を 利用する 要援護者の安否確認の円滑化につ

いて必要な事項を定める も のと する 。  

 

( 協力事項の発動)  

第 2 条 こ の協定に定める 災害時等の協力事項は、 原則と し て甲が災害対策本部を設置し 、 乙に対し て

要請を行っ たと き をも って発動する 。  

 

( 避難所等への介護職員等の派遣要請)  

第 3 条 甲は、 甲が指定する 避難所等における 生活支援に必要な人員に不足が生じ たと き は、 乙に対し

介護職員等の派遣要請を行う も のと する 。  

2 前項の要請は、 原則と し て文書によ り 行う も のと する 。 ただし 、 緊急を 要する と き は、 口頭又は電話

等によ り 要請し 、 その後速やかに文書を 提出する も のと する 。  

3 乙は、 前項の要請があったと き は、 事業の運営に支障がない限り 協力する も のと する 。  

 

 ( 安否情報の提供)  

第 4 条 乙は、 災害時等において甲から の要請によ り 、 市内の介護サービス を 利用する 要援護者（ 以下

「 利用者」 と いう 。） の安否について、 速やかに甲に対し て報告する も のと する 。  

2 前項の規定にかかわら ず、 市内で震度５ 強以上の地震が発生し たと き 又は甲が避難準備情報、 避難

勧告若し く は避難指示を発令し たと き は、 甲から の要請の有無にかかわら ず、 乙は、 利用者の安否に

ついて可能な限り 確認し 、 その内容をでき る 限り 速やかに甲に対し て報告する も のと する 。  

3 情報の提出先は、 甲が設置する 災害対策本部と し 、 原則と し てフ ァ ク シミ リ 又は電子メ ールで介護

サービス 利用者安否確認報告書（ 様式第 1 号） によ り 行う も のと する 。 ただし 、 ファ ク シミ リ 及び電

子メ ールが使用でき ない場合は、 災害対策本部又は最寄り の支所に持参する も のと する 。  

4 甲は、 乙から 提供さ れた安否情報を、 甲が実施する 安否確認等の災害対策に活用する も のと する 。  

 

 

 ( 経費の負担)  

第 5 条 第 3 条の規定によ り 乙が避難所等への人的支援に要する 経費は、 甲が負担する も のと し 、 その

経費の金額及び支払い方法については、 甲及び乙が協議の上、 別に定める 。  

2  第 4 条の規定によ り 乙が甲に対し て情報提供する こ と に要する 経費は、 乙の負担と する 。  

 

 ( 守秘義務)  

第 6 条 乙は、こ の協定によ り 実施し た事項において知り 得た情報を甲以外の者に漏ら し てはなら ない。 

 

 ( 情報交換)  

第 7 条 甲、 乙は、 こ の協定が円滑に運営さ れる よ う 、 平素から 必要に応じ て情報の交換を 行う も のと

する 。  

 

 ( 協議)  

第 8 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定について疑義が生じ たと き は、 甲及び乙が協議し て定

める も のと する 。  
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 ( 有効期間)  

第 9 条 こ の協定は、 協定締結の日から 効力を 有する も のと し 、 甲又は乙が文書を も って協定の終了を

通知し ない限り 、 その効力を 有する も のと する 。  

 

 こ の協定の締結を証する ため、 本書 2 通を作成し 、 甲乙記名押印の上、 各自 1 通を保有する 。  

 

   平成 28 年 2 月 25 日 

 

                     伊 勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

                   甲  伊 勢市 

                     伊 勢市長  鈴木 健 一 

 

 

                     伊 勢市御薗町高向２ １ ７ ６ ‐ １  

                   乙  株 式会社 か がせお 

                     代 表取締役 松浦 雅 代 
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９ ６  地震等災害時の応急対策活動の協力に関する 協定書（ 一般社団法人 三重県建築士

会 伊勢支部）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 一般社団法人三重県建築士会伊勢支部（ 以下「 乙」 と いう 。） と

は、 地震等災害時における 被災建築物に対する 応急業務を行う ため、 三重県建築物震後対策推進協

議会規約第２ 条に基づき 必要な初動活動について、 次のと おり 協定する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、 災害対策基本法（ 昭和３ ６ 年法律第２ ２ ３ 号） 第２ 条第１ 号に規定する 災害

が発生し た場合において、 被災建築物に対する 応急業務を 行う ために必要と する 乙の応援につ

いて、 その業務を 円滑かつ速やかに実施する こ と を 目的と する 。  

 

（ 支援協力）  

第２ 条 甲が乙に協力を要請する 応急対策活動の支援内容は、 次の各号に掲げる も のと する 。  

( 1)   甲が指定する 避難所施設の応急危険度判定 

( 2)   上記以外の甲が指定する 市有施設の応急危険度判定 

( 3)   その他甲が必要と する 支援 

２  前項の規定によ り 指定する 被災建築物、 必要と する 支援は甲と 乙の協議によ り 決定する も のと

する 。  

 

 （ 応急対策活動業務の基準）  

第３ 条 前条の支援は、 三重県被災建築物応急危険度判定士登録要綱によ り 登録さ れた判定士が、

「 応急危険度判定士業務マニュ アル」 の基準に従っ て行う も のと する 。  

 

 （ 協力の要請）  

第４ 条 甲は、 第２ 条の支援業務が必要と 認める と き は、 乙に対し 次の各号に掲げる 事項を 明ら か

にし 、 協力を 要請する こ と ができ る 。  

( 1)  災害の状況及び協力を 要請する 事由 

( 2)  応急危険度判定士によ る 安全確認支援業務の実施内容 

( 3)  その他必要な事項 

２  前項の規定によ る 要請は、 別に定める 様式をも っ て行う も のと する 。 ただし 、 緊急を 要する と

き は口頭を も っ て要請し 、 事後において文書を提出する も のと する 。  

３  乙は、 前項の要請を受けたと き は、 こ れに協力する も のと する 。  

  

（ 協力要請の自動発動）  

第５ 条 本市域において震度６ 弱以上の地震が発生し た場合には、 乙は甲から 前条の要請があった

も のと みなし 、 支援協力を 実施する も のと する 。  

  

（ 報告）  

第６ 条 乙は、 応急危険度判定士によ る 安全確認支援に従事し たと き は、 甲に対し てすみやかに文

書によ り 報告する も のと する 。  

 

 （ 費用負担）  

第７ 条 乙は、 甲から 要請があっ たと き は、 無償で従事する も のと する 。  

 

（ 補償等）  

第８ 条 甲は、 第２ 条の規定によ る 支援協力に対し 従事し たも のが、 その責に帰する こ と ができ な

い事由によ り 死亡、 負傷、 若し く は疾病にかかり 、 又は障害の状態になったと き は、 次に掲げる

必要な補償を 行う も のと する 。  
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( 1)  第２ 条第１ 項第１ 号に従事し たも のにあっては、全国被災建築物応急危険度民間判定士等補

償制度によ る 。  

（ 第三者に対する 損害）  

第９ 条 乙が第２ 条の規定によ る 被災建築物の応急業務の従事に伴い、 第三者に損害を 与えたと き

は、 その責めに帰すべき 理由によ る も のを 除き 、「 全国被災建築物応急危険度民間判定士等補償

制度」 によ る も のと する 。  

 

（ 協議）  

第１ ０ 条 こ の協定に定める も ののほか、 必要事項については甲乙協議の上、 別に定める も のと す

る 。  

 

（ 協定期間及び更新）  

第１ １ 条 こ の協定の期間は、 協定締結の日から 平成 29 年３ 月 31 日ま でと する 。 ただし 、 期間満

了の日から ３ か月前ま でに甲乙いずれから も 協定の解除又は協定内容の変更の申出がないと き

は、 協定の期間を １ 年延長する も のと し 、 以後こ の例によ る も のと する 。  

 

 こ の協定の締結を 証する ため、本書２ 通を作成し 、甲乙記名押印の上、各自その１ 通を 保有する 。  

 

  平成 28 年４ 月７ 日 

  伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

甲 伊勢市 

                      伊勢市長  鈴 木 健 一 ㊞  

 

                     

   伊勢市下野町 653-19 

乙 一般社団法人 三重県建築士会 伊勢支部 

支部長   河村 幸久 
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９ ７  災害時における 来訪者及び住民等への応急生活物資供給等の協力に関する 協定書

（ 内宮エリ ア災害協力協議会）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 内宮エリ ア災害協力協議会（ 以下「 乙」 と いう 。） と は、 伊勢市

内に地震、 風水害その他によ る 災害が発生し た場合（ 以下「 災害時」 と いう 。） の応急生活物資供給

等の協力について、 次のと おり 協定する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、 災害時に、 内宮エリ ア（ 宇治館町・ 宇治今在家町・ 宇治中之切町・ 宇治浦田

町等） における 来訪者及び住民等の早期安定を図る こ と を目的と する 。  

 

（ 協力事項の発動）  

第２ 条 こ の協定に定める 災害時の協力事項は、 原則と し て甲が伊勢市災害対策本部を 設置し 、 甲

又は乙が必要と 判断し た場合、 甲乙協議のう え発動する 。 ただし 、 緊急を要し 、 甲乙協議を 行う

いと ま がない場合は、乙が必要と 判断し た時点をも っ て発動し 、事後発動報告を 行う も のと する 。 

 

（ 応急生活物資の範囲）  

第３ 条 乙が供給する 災害時の応急生活物資は、 次に挙げる も ののう ち発動時点で供給可能な物資

を 上限と する 。 ただし 、 甲乙協議のう え変更でき る も のと する 。  

（ 1） 乙の各店舗が現に保有する 、 食品、 飲料水、 日用品等の商品 

（ 2） 乙の各店舗が現に保有する 、 調理器具、 食器、 燃料等の備品類  

（ 3） その他乙が供給可能な物資 

 

（ 応急生活物資供給等の要請手続等）  

第４ 条 乙の甲に対する 発動確認は、文書を も って行う も のと する 。ただし 、緊急を 要する と き は、

口頭ま たは電話等を も っ て確認し 、 事後文書を提出する も のと する 。   

２  甲と 乙は連絡体制、 連絡方法、 連絡手段について、 支障を き たさ ないよ う 常に点検、 改善に努

める も のと する 。  

 

（ 応急生活物資供給等の協力実施）  

第５ 条 乙は、 前条の規定によ り 協力を開始し たと き は、 応急生活物資の供給及び運搬等に積極的

に努める も のと する 。  

 

（ 応急生活物資の運搬）             

第６ 条 応急生活物資の搬入先ま での運搬は、 原則と し て乙が行う も のと する 。 ただし 、 乙の運搬

が困難な場合は、 甲乙協議のう え、 甲又は甲の指定する も のが行う も のと する 。  

   

（ 応急生活物資の費用、 支払）  

第７ 条 第５ 条の規定によ り 乙が供給し た応急生活物資の対価については甲が負担する も のと す

る 。  

２  前項に規定する 費用は、 乙が応急生活物資の供給及び運搬終了後、 乙の提出する 出荷確認書等

に基づき 、 災害直前における 適正価格を 基準と し て、 甲乙協議の上決定し 、 甲が乙に支払いする

も のと する 。  

 

（ 防災意識の向上）  

第８ 条 乙は、 日常的に地域の防災意識の向上に努め、 関係機関と 協力し 、 積極的に避難訓練等に

参加する 。 甲は、 乙に対し て必要な協力を 行う も のと する 。  

 

（ 協議）  

第９ 条 こ の協定に定める 事項を 円滑に推進する ため、甲と 乙は、定期的に協議を 行う も のと する 。 
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（ 有効期間）  

第 10 条 こ の協定の有効期間は、協定を 締結し た日から 平成 29 年 3 月 31 日ま でと する 。ただし 、

有効期間満了日の前ま でに甲又は乙から 何ら の意思表示がないと き は、 こ の協定は 1 年間延長さ

れたも のと みなし 、 以後こ の例によ る 。  

    

（ 雑則）  

第 11 条 こ の協定の実施に関し て必要な事項は、 甲と 乙が協議し て定める 。  

 

 こ の協定の締結を 証する ため、本書２ 通を 作成し 、甲乙記名押印の上、各自その１ 通を 保有する 。  

 

平成 28 年 5 月 10 日 

 

  伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

甲 伊勢市 

                      伊勢市長 鈴 木 健 一  

 

 

                     

   伊勢市宇治今在家町 29 番地 

乙 内宮エリ ア災害協力協議会 

代表   前田 世利子 
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９ ８  災害時等における 施設利用の協力に関する 協定（ 国土交通省中部地方整備局三重

河川国道事務所）  

 

 伊勢市役所（ 以下「 甲」 と いう 。） と 国土交通省中部地方整備局三重河川国道事務所（ 以

下「 乙」 と いう 。） と の間において、 次のと おり 協定を 締結する 。  

 

（ 目的）  

第１ 条 こ の協定は、 大規模災害等が発生し た場合（ 以下「 災害時等」 と いう 。） に、 乙が

管理する 三重河川国道事務所宮川出張所が甚大な被害によ り 業務継続でき ない、 又はで

き ないおそれがある 場合に、 甲が管理する 伊勢市防災セン タ ーの一部を 使用し て業務継

続する ために必要な事項を 定める も のと する 。  

 

（ 対象施設）  

第２ 条 本協定によ り 乙が使用する 甲の施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） は、 次のと おり

と する 。  

 所在地 三重県伊勢市楠部町１ ５ ９ －１  

 施設名 伊勢市防災セン タ ー 

 

（ 協力要請）  

第３ 条 乙は、 災害時等に、 前条の甲が管理する 施設を 乙の業務継続のための施設と し て

使用する 必要がある と き は、 甲に対し て協力を 要請する 。  

２  甲は、 前項の規定によ る 協力要請があっ た場合には、 甲の業務に支障が生じ ない範囲

で使用を 認める も のと する 。  

 

（ 協力体制)  

第４ 条 甲及び乙は、 あら かじ め協力内容について協議し 、 協力体制を 明ら かにし ておく

も のと する 。  

 

（ 滅失又は毀損の報告)  

第５ 条 乙は、 対象施設の全部又は一部を 滅失し 、 又は毀損し たと き は、 直ちにその状況

を 甲に報告し なければなら ない。  

 

（ 損害賠償等）  

第６ 条 乙は、 その責に帰する 事由によ り 、 対象施設の全部又は一部を 滅失又は毀損し た

と き は、 自己の負担において原状に回復し 、 又は当該滅失若し く は毀損によ る 損害を 賠

償し なければなら ない。  

 

（ その他）  

第７ 条 本協定に定める も ののほか、 本協定の実施について必要な事項は、 その都度甲乙

双方が協議し て定める も のと する 。  

 

（ 有効期間）  

第８ 条 こ の協定書の有効期間は、 平成２ ８ 年７ 月５ 日から 平成２ ９ 年３ 月 ３ １ 日ま で

と する 。ただし 、有効期間満了日の前ま でに甲又は乙から 何ら の意思表示がないと き は、

こ の協定は 1 年間延長さ れたも のと みなし 、 以後こ の例によ る 。  
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 こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え各自を 保有する

も のと する 。  

 平成２ ８ 年７ 月５ 日 

 

 

         伊勢市岩渕１ 丁目７ －２ ９  

      甲    

          伊 勢市長  鈴 木 健 一 

 

     

         三重県津市広明町２ ９ ７  

      乙    

          国土交通省中部地方整備局 

三重河川国道事務所長   川村 謙一 
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９ ９  災害時における 緊急避難所と し ての使用に関する 協定書（ 三重交通株式会社、 株式

会社三交イ ン）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 三重交通株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。） と 株式会社三交イ ン（ 以

下「 丙」 と いう 。） は、 災害が発生し 、 又は発生する おそれがある 場合において、 乙が所有し 丙が運営

する 施設を地域住民や帰宅困難者（ 以下、「 地域住民等」 と いう 。） など の緊急避難所と し て使用する

こ と について、 次のと おり 協定を締結する 。 なお、 緊急避難所と は、 災害から 一時的に避難する 施設

であり 、 避難生活をする 場所ではない。  

（ 定義）  

第１ 条 こ の協定において災害と は次に掲げる 事項をいう 。  

（ １ ） 津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある 場合 

（ ２ ） 公共交通機関が止ま っている 場合 

（ ３ ） その他甲が特に必要と 認める 場合 

（ 使用物件）  

第２ 条 乙及び丙は、 乙が所有し 丙が運営する 次に掲げる 施設を緊急避難所と し て、 地域住民等に使

用さ せる も のと する 。  

施設名称  三交イ ン伊勢市駅前 

所在地  三重県伊勢市宮後一丁目１ ０ ４ ５ 番地１   

所有者  三重交通株式会社 

構造等  Ｓ造１ ２ 階建て 

建築年月  平成２ ８ 年１ ０ 月 

使用場所 

２ 階：ロビー、朝食ラウンジ、屋内階段、屋外階段、トイレ 

３ 階～１ ２ 階： 廊下、 屋外階段 

ただし、丙は、可能な限り、屋内に誘導すること。 

２  甲は、 前項に規定する 施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用する 必

要な用具等を設置する 場合は、 乙及び丙の了解の下にて行う も のと する 。  

（ 使用期間）  

第３ 条 対象施設の使用期間は、 災害が発生し 、 又は発生する おそれがある 時から 、 緊急避難所と し

ての役割の終了を甲が確認し た時ま での間で甲が指定し た期間と し 、 ３ か月を 限度と する 。 ただ

し 、 必要に応じ て、 甲乙丙協議のう え、 ３ か月を限度に使用期間を延長でき る も のと する 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第４ 条 甲及び地域住民等は、 災害が発生し 、 又は発生する おそれがある 場合において対象施設を 緊

急避難所以外の目的に使用し ないも のと する 。  

（ 費用負担）  

第５ 条 施設の使用料は無料と する 。  

 

 

（ 原状回復義務）  

第６ 条 甲は、 使用期間を終えた時は、 対象施設を 原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津波等の

災害によ り 損傷し た部分を除く 。）。 こ の際、 地域住民等が施設の一部を 破損し なければ避難が困難

であり 、 やむを得ず破損し たこ と が明ら かな箇所がある 場合は、 その回復に要する 費用の負担につ

いて、 甲乙丙で協議を 行う も のと する 。  

（ 利用者責任）  

第７ 条 乙及び丙は、 対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に

対する 責任を一切負わないも のと する 。  

（ 津波緊急避難所の表示と 公開）  

第８ 条 甲は、 施設の使用箇所等を確認し たう えで津波緊急避難所と し て指定し 、 原則と し て、 それ

を表示する 看板を設置し 、 ホームページ等を用いて市民に対し て周知する も のと する 。  
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（ 有効期間）  

第９ 条 こ の協定の締結期間は、 協定締結の日から 平成 39 年３ 月 31 日ま でと する 。 ただし 、 有効期

間満了の１ か月前ま でに、 甲乙丙いずれから も 文書によ る 終了の意思表示がないと き は、 当該有効

期間満了日の翌日から 起算し て１ 年間延長する も のと し 、 以後も ま た同様と する 。  

（ 協議事項）  

第１ ０ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都

度、 甲乙丙が協議し て定める も のと する 。  

 

こ の協定の締結を証する ため、 本書３ 通を作成し 、 甲乙丙記名押印のう え、 各自その１ 通を保有す

る 。  

 

平成２ ８ 年１ １ 月２ ２ 日 

              甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

                伊勢市 

                伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

 

乙 津市中央１ 番１ 号 

三重交通株式会社 

取締役社長 雲井 敬 

 

 

              丙 名古屋市中村区名駅３ 丁目２ １ 番７ 号 

                株式会社三交イ ン 

                取締役社長 大川 智弘 
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１ ０ ０  災害時における 災害時要配慮者に対する 宿泊施設等の提供に関する 協定書（ 三

重交通株式会社、 株式会社三交イ ン ）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 三重交通株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。） と 株式会社三交イ ン（ 以

下「 丙」 と いう 。） は、 伊勢市内に地震、 風水害及びその他の災害が発生し た場合（ 以下「 災害時」

と いう 。） の災害時要配慮者（ 以下「 要配慮者」 と いう 。） に対する 宿泊施設等の提供について、 次

のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 定義）  

第１ 条 こ の協定において要配慮者と は、 次に掲げる 者のう ち、 甲が特に必要と 認める 者を いう 。 

（ １ ） 高齢者（ 甲が特に必要と 認める 場合を 除き 、 原則と し て６ ５ 歳以上の者に限る 。）  

（ ２ ） 障がい者（ 甲が特に必要と 認める 場合を除き 、 原則と し て身体障害者手帳、 療育手帳、 精

神障害者保健福祉手帳の交付を 受けている 者に限る 。）  

（ ３ ） 乳幼児 

（ ４ ） 妊産婦 

（ ５ ） その他集団生活等が困難な者 

（ ６ ） 上記（ １ ） から （ ５ ） ま でと 同一世帯の者及び甲が必要と 認めた介護者 

 

（ 施設の使用の要請）  

第２ 条 甲は、 要配慮者が甲の指定する 避難所では生活が困難な場合、 次に掲げる 施設を避難所と

し て使用する こ と について、 乙及び丙に協力を要請でき る も のと する 。  

（ １ ） 三交イ ン伊勢市駅前（ 以下、「 当該宿泊施設」 と いう 。）  

 

（ 協力の受諾）  

第３ 条 乙及び丙は、 甲から 前条に定めら れた協力の要請を 受けたと き は、 正当な理由がない限り

受諾する よ う 努める も のと する 。  

 

（ 使用期間）  

第４ 条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、 災害発生後から 、 要配慮者の応急仮設住宅、 自宅

その他の居住施設が確保さ れる ま での間で甲が指定し た期間と し 、３ か月を 限度と する 。ただし 、

必要に応じ て、 甲乙丙協議のう え、 ３ か月を 限度に使用期間を 延長でき る も のと する 。  

 

（ 使用終了への努力）  

第５ 条 甲は、 丙が当該宿泊施設における 通常の営業を 再開でき る よ う 配慮する と と も に、 当該宿

泊施設の使用について早期終了に努める も のと する 。  

 

（ 使用時の事故等にかかる 責任）  

第６ 条 当該宿泊施設を 要配慮者が使用し た際に発生し た事故等に対する 責任については、 原則、

甲が負う も のと する 。 ただし 、 乙又は丙の責めに期すべき 事由によ る 事故等については、 乙又は

丙が責任を 負う も のと する 。  

 

（ 要請の手続等）  

第７ 条 甲は、 第２ 条の規定によ る 施設の使用について、 乙及び丙に協力を 要請する 場合は、 あら

かじ め電話等で確認のう え、 次に掲げる 事項を明ら かにし て書面で行う も のと する 。 ただし 、 緊

急を 要する 場合は、 こ の限り ではない。  

（ １ ） 要配慮者の住所、 氏名、 心身の状況、 連絡先等 

（ ２ ） 身元引受人の氏名、 連絡先等 

（ ３ ） 使用する 期間 
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（ 経費の負担）  

第８ 条 利用料等の金額は災害救助法で定めら れた単価に基づき 、 甲乙丙が協議し て決定する も の

と する 。  

 

（ 取消料）  

第９ 条 甲が、 第２ 条の規定によ り 当該宿泊施設の使用の協力要請を 行った後に、 取消し の申出を

し た場合において、 丙は、 甲に対し て取消料は請求でき ないも のと する 。 ただし 、 甲から の当該

宿泊施設の使用の協力要請に基づき 手配し た食事に関する 費用について、甲に対し て請求する こ

と ができ る も のと する 。  

 

（ 請求及び支払）  

第 10 条 丙は、 第８ 条の規定によ る 経費を 、 利用者名簿を 添付し 、 甲に請求する も のと する 。   

２  甲は、 丙から の請求があっ たと き は、 内容を精査確認し 、 速やかに丙の指定する 金融機関の口

座に振り 込むも のと する 。  

 

（ 有効期間）  

第 11 条 こ の協定の締結期間は、 協定締結の日から 平成３ ９ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。 ただし 、

有効期間満了の１ か月前ま でに、 甲乙丙いずれから も 文書によ る 終了の意思表示がないと き は、

当該有効期間満了日の翌日から 起算し て１ 年間延長する も のと し 、 以後も ま た同様と する 。  

 

（ 協議事項）  

第 12 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都

度、 甲乙丙が協議し て定める も のと する 。  

 

 こ の協定の締結を 証する ため、 本書３ 通を 作成し 、 甲乙丙記名押印のう え、 各自その１ 通を 保有

する 。  

 

 

 

 

 

 

 

平成２ ８ 年１ １ 月２ ２ 日 

 

甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

伊勢市 

                     伊勢市長 鈴木 健一 

 

 

 

乙 津市中央 1 番 1 号 

三重交通株式会社 

取締役社長 雲井 敬 

 

 

 

                   丙  名古屋市中村区名駅３ 丁目２ １ 番７ 号 

                     株式会社三交イ ン 

                     取締役社長 大 川 智 弘 
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１ ０ １  大規模災害等における 防疫業務に関する 協力についての協定書（ 三重県ペス ト

コ ン ト ロ ール協会）  

 

 伊勢市は（ 以下「 甲」 と いう 。） と 、 三重県ペス ト コ ン ト ロ ール協会（ 以下「 乙」 と いう 。） は、

伊勢市に大規模な地震、 風水害その他の災害又は広範囲に渡る 感染症等の発生（ 以下「 大規模災害

等の発生」 と いう 。） があっ た場合において、市民生活の安定を 図る ために相互に協力し て行う 感染

症の拡大を 未然に防ぐ ための防疫業務の実態について、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 協力要請）  

第１ 条 甲は、 大規模災害等の発生に際し 、 被災が甚大等の理由から 甲のみでは被災地等における

防疫業務を 十分実施する こ と が困難である と 認める と き は、 乙に対し 次に掲げる 活動（ 以下「 防

疫活動」 と いう 。） の実施について、 協力を 要請する こ と ができ る 。  

  ( 1) 水害時における 防疫活動 

  ( 2) ネズミ ・ 衛生害虫駆除活動 

  ( 3) 感染症発生時の消毒活動 

２  前項に基づく 甲の乙に対する 要請は、 原則と し て文書によ り 行う こ と と する 。 ただし 、 緊急を

要する 場合は、口頭又はその他の方法によ り 要請し 、その後速やかに文書を 提出する も のと する 。 

３  乙は、 こ の協定に基づき 防疫活動等が円滑に行われる よ う 、 あら かじ め実施体制を 整備し 、 そ

の内容を 甲に報告する も のと する 。  

４  乙は、 前項に基づく 報告の内容に変更が生じ たと き は、 速やかに甲に報告する も のと する 。  

 

（ 協力）  

第２ 条 乙は、 甲から 前条第１ 項各号の防疫活動等の実施について防疫活動協力要請書（ 別記様式

第１ 号） にて協力の要請を 受けたと き は、 薬剤の調達及び提供、 機材の支援、 人員の支援等の協

力を 可能な限り 行う も のと する 。  

 

（ 防疫活動等の実施）  

第３ 条 乙は第１ 条に基づく 要請を 受けたと き には、 直ちに要請さ れた防疫活動等の実施場所に出

動し 、 甲の職員の指示にによ り 防疫活動等を 実施する も のと する 。  

２  前項の場合において、 防疫活動等に従事する 者は、 防疫活動等の実施場所に甲の職員が派遣さ

れていない場合は、項から の要請事項に従い、自ら の判断によ り 防疫活動を 実施する も のと する 。 

 

（ 防疫活動等の実施報告）  

第４ 条 乙は、 防疫活動等が終了し たと き は、 甲に対し 口頭、 電話等で報告する と と も に、 事後に

防疫活動協力報告書（ 別記様式第２ 号） によ り 防疫活動等日時、活動場所、活動内容、使用機材、

使用薬剤、 防疫活動等に従事し た者の名称又は氏名及び責任者の氏名その他必要な事項について、

報告する も のと する 。  

 

（ 費用の負担）  

第５ 条 第 3 条の規定によ り 乙が防疫活動等を実施する ために要し た消毒薬剤、 人件費等の費用は

甲が負担する も のと する 。  

２  前項の費用は、 大規模災害等の発生の直前における 適正価格を 基準と し て、 甲乙協議のう え決

定する も のと する 。  

 

（ 損害賠償）  

第６ 条 乙は、 防疫活動等に際し 、 乙の責めに帰すべき 事由によ り 甲又は第三者に損害を与えたと

き は、 その賠償の責めを 負う も のと する 。  
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（ 協定の効力）  

第７ 条 こ の協定の有効期間は、 協定締結の日から 平成３ ０ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。 ただし 、 期

間満了の日の３ ０ 日前ま でに、 甲ま たは乙から 文書によ り 解除又は変更の意思表示がなさ れない

と き は、 さ ら に１ 年間延長さ れる も のと し 、 その後も 同様と する 。  

（ 協議）  

第８ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ たと き は、 その都度甲乙協議

し て決定する も のと する 。  

 

 こ の協定締結の証と し て、 協定書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え各１ 通を 保有する 。  

 

 

 平成 29 年 3 月 15 日 

 

 

甲 伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

  伊勢市 

  伊勢市長  鈴木 健一 

 

乙 四日市市千歳町 6 

  三重県ペス ト コ ント ロ ール協会 

  会 長    森   孝 
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様式第１ 号（ 第２ 条関係）  

第     号  

年  月   日  

 

三重県ペス ト コ ン ト ロ ール協会会長 様 

 

伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

伊勢市長          

 

防疫活動協力要請書 

 

 大規模災害等における 防疫業務に関する 協力についての協定書第２ 場の規定に基づき 、 次のと

おり 要請し ま す。  

 

記 

 

1.  災害時の状況  

2.  活動場所  

3.  活動内容  

4.  注意事項  

5.  要請担当者 担当部・ 課名  

担当者  

電話  

（ 添付書類） 活動場所を明記し た位置図 

  



371 

 

様式第２ 号（ 第４ 条関係）  

年  月  日 

伊勢市長 様 

四日市市千歳町６ 番地     

三重県ペス ト コ ント ロ ール協会 

会長             

 

防疫活動協力報告書 

 

  年  月  日付  第  号で要請を受けた事項について、 防疫活動が終了し ま し たので、 下

記のと おり 報告し ま す。  

 

記 

 

1.  活動日時 年   月    日     時     分 から  

年   月    日     時     分 ま で 

2.  活動場所  

3.  活動内容  

4.  経費 
円        

5.  経費内訳 項目 単価 数量 金額 

    

    

    

    

    

5.  活動従事者 会社名  

担当者  

連絡先  
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１ ０ ２  津波発生時における 津波緊急避難所と し ての使用に関する 協定書（ 株式会社マ

ス ヤグループ本社）  

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社マス ヤグループ本社（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 津波

が発生し 、 又は発生する おそれがある 場合において、 乙が所有する 施設を地域住民など の津波緊

急避難場所と し て使用する こ と について、 次のと おり 協定を 締結する 。 なお、 津波緊急避難所と

は、 津波から 一時的に避難する 施設であり 、 避難生活を する 場所ではない。  

 

（ 使用物件）  

第１ 条 乙は、 乙が所有する 次に掲げる 施設を津波緊急避難所と し て、 地域住民等に使用さ せる

も のと する 。  

施設名称 ク レ ド 宮後 

所在地 伊勢市宮後二丁目 14-10 

所有者  株式会社マス ヤグループ本社 

構造等  鉄筋コ ン ク リ ート 構造 3 階建て 

建築年月  平成 29 年 3 月 

使用場所  2 階、 3 階廊下及び階段 

使用場所の面積  95. 87 ㎡ 

２  甲は、 前項に規定する 施設（ 以下「 対象施設」 と いう 。） に地域住民等が避難し た際に使用す

る 必要な用具等を 設置する 場合は、 乙の了解の下にて行う も のと する 。  

３  乙は、 対象施設の増改築等によ り 、 対象施設の面積等に変更が生じ る 場合、 又は何ら かの事

情によ り 津波緊急避難所と し ての使用が不可能と なる と き には、 甲に連絡する も のと する 。  

（ 使用期間）  

第２ 条 対象施設の使用期間は、 緊急に避難が必要な津波が発生し 、 又は発生する 恐れがある と

き から 、 乙及び地域住民等が津波緊急避難所と し ての役割の終了を 確認し たと き ま でと する 。  

（ 目的外使用の禁止）  

第３ 条 甲及び地域住民は、 対象施設を津波緊急避難所以外の目的に使用し ないも のと する 。  

（ 費用負担）  

第４ 条 施設の使用料は無料と する 。  

（ 原状回復義務）  

第５ 条 甲は、 使用期間を 終えたと き は、 対象施設を 原状に回復し なければなら ない（ 地震、 津

波等の災害によ り 損傷し た部分を除く 。）。 こ の際、 地域住民等が施設の一部を 破壊し なければ

避難が困難であり 、 やむを 得ず破壊し たこ と が明ら かな箇所がある 場合は、 その回復に要する

費用の負担について、 甲乙で協議を 行う も のと する 。  

（ 利用者責任）  

第６ 条 乙は、 対象施設に地域住民等が避難し た際に、 対象施設内において発生し た事故等に対

する 責任を 一切負わないも のと する 。  

（ 津波緊急避難所表示、 公開）  

第７ 条 甲は、 施設の使用箇所等を 確認し たう えで津波緊急避難所と し て指定し 、 原則と し て、

それを 表示する 看板を設置し 、 ホーム ページ等を用いて市民に対し て周知する も のと する 。  

（ 有効期限）  

第８ 条 こ の協定は、 協定締結の日から その効力を 有する も のと し 、 甲乙が文書をも っ て協定の

終了を 通知し ない限り 、 その効力を 持続する も のと する 。  

（ 協議事項）  

第９ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都

度、 甲乙が協議し て定める も のと する 。  
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 こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を 保有

する 。  

 

平成 29 年 5 月 29 日 

 

 

甲 三重県伊勢市岩渕１ 丁目 7 番 29 号  

  伊勢市長  鈴木 健一      

              

 

乙 伊勢市小俣町相合 1306       

  株式会社マス ヤグループ本社    

  代表取締役社長 浜田 吉司    
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１ ０ ３  災害時における 災害時要配慮者に対する 宿泊施設等の提供に関する 協定書（ 株

式会社海栄館）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社海栄館（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 伊勢市内に地震、

風水害及びその他の災害が発生し た場合（ 以下「 災害時」 と いう 。） の災害時要配慮者（ 以下「 要

配慮者」 と いう 。） に対する 宿泊施設等の提供について、 次のと おり 協定を 締結する 。  

 

（ 定義）  

第１ 条 こ の協定において要配慮者と は、 次に掲げる 者のう ち、 甲が特に必要と 認める 者を い

う 。  

 （ １ ） 高齢者（ 甲が特に必要と 認める 場合を除き 、 原則と し て６ ５ 歳以上の者に限る 。）  

 （ ２ ） 障がい者（ 甲が特に必要と 認める 場合を除き 、 原則と し て身体障害者手帳、 療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている 者に限る 。）  

 （ ３ ） 乳幼児 

 （ ４ ） 妊産婦 

 （ ５ ） その他集団生活等が困難な者 

 （ ６ ） 上記（ １ ） から （ ５ ） ま でと 同一世帯の者及び甲が必要と 認めた介護者 

 

（ 施設の使用の要請）  

第２ 条 甲は、 要配慮者が甲の指定する 避難所では生活が困難な場合、 次に掲げる 施設を避難所

と し て使用する こ と について、 乙に協力を 要請でき る も のと する 。  

（ １ ） 施設名称 千の杜【 宿泊施設】（ 以下、「 当該宿泊施設」 と いう 。）  

（ ２ ） 所在地  伊勢市佐八町池ノ 上 1071 番地 3 他 

 

（ 協力の受諾）  

第３ 条 乙は、 甲から 前条に定めら れた協力の要請を 受けたと き は、 部屋が空いていない等の正

当な理由がない限り 受諾する よ う 努める も のと する 。  

 

（ 使用期間）  

第４ 条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、 災害発生後から 、 要配慮者の応急仮設住宅、 自

宅その他の居住施設が確保さ れる ま での間で甲が指定し た期間と し 、 ３ か月を 限度と する 。 ただ

し 、 必要に応じ て、 甲乙協議のう え、 ３ か月を限度に使用期間を延長でき る も のと する 。  

 

（ 使用終了への努力）  

第５ 条 甲は、 乙が当該宿泊施設における 通常の営業を 再開でき る よ う 配慮する と と も に、 当該

宿泊施設の使用について早期終了に努める も のと する 。  

 ２ 項 要配慮者が当該宿泊施設の使用を 終了し 、 そのま ま 居座り 続けた場合、 甲の責任と 負担

によ り 退去さ せる こ と と する 。  

 

（ 使用時の事故等にかかる 責任）  

第６ 条 当該宿泊施設を要配慮者が使用し た際に発生し た事故等に対し 、 乙に損害が発生し た場

合は、 原則、 甲がその損害を 賠償する も のと する 。 ただし 、 乙の責めに帰すべき 事由によ る 事

故等については、 こ の限り でない。  

 

（ 要請の手続等）  

第７ 条 甲は、 第２ 条の規定によ る 施設の使用について、 乙に協力を 要請する 場合は、 あら かじ

め電話等で確認のう え、 次に掲げる 事項を 明ら かにし て書面で行う も のと する 。 ただし 、 緊急

を 要する 場合は、 こ の限り ではないも のと し 、 事後に書面で報告を 行う も のと する 。  
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（ １ ） 要配慮者の住所、 氏名、 心身の状況、 連絡先等 

（ ２ ） 身元引受人の氏名、 連絡先等 

（ ３ ） 使用する 期間 

 

（ 経費の負担）  

第８ 条 利用料等の金額は災害救助法で定めら れた災害救助法によ る 救助の程度、 方法及び期間

並びに実費弁償の特別基準に基づき 、 甲乙が協議し て決定する も のと する 。  

 

（ 取消料）  

第９ 条 甲が、 第２ 条の規定によ り 当該宿泊施設の使用の協力要請を 行った後、 使用開始日ま で

に取消し の申出を し た場合において、 乙は、 甲に対し て取消料は請求でき ないも のと する 。 た

だし 、 甲から の当該宿泊施設の使用の協力要請に基づき 手配し た食事に関する 費用について、

甲に対し て請求する こ と ができ る も のと する 。  

 

（ 請求及び支払）  

第 10 条 乙は、 第８ 条の規定によ る 経費を 、 利用者名簿を 添付し 、 甲に請求する も のと する 。  

 ２ 項 甲は、 乙から の請求があっ たと き は、 内容を 精査確認し 、 速やかに乙の指定する 金融機

関の口座に振り 込むも のと する 。  

 

（ 有効期間）  

第 11 条 こ の協定の締結期間は、 協定締結の日から 平成４ ０ 年３ 月３ １ 日ま でと する 。 ただし 、

有効期間満了の１ か月前ま でに、 甲乙いずれから も 文書によ る 終了の意思表示がないと き は、

当該有効期間満了日の翌日から 起算し て１ 年間延長する も のと し 、 以後も ま た同様と する 。  

 

（ 協議事項）  

第 12 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都

度、 甲乙が協議し て定める も のと する 。  

 

 こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を 保有

する 。  

 

  平成２ ９ 年 １ １ 月 ９ 日 

 

甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号        

  伊 勢市                  

  伊 勢市長 鈴木 健一           

          

 

 

 

乙 愛知県知多郡南知多町大字山海字屋敷47番地 

株式会社海栄館              

代表取締役社長 渡邉 玲緒        
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１ ０ ４  災害発生時における 段ボール製品の調達に関する 協定書（ 八木段ボール株式会

社）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 八木段ボール株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 災害発生時に

おける 段ボール製品の調達に関し 、 次の通り 協定を 締結する 。  

 

第１ 条（ 目的）  

  こ の協定は、 伊勢市内において地震・ 風水害その他の災害が発生し 、 又は発生する 恐れがある

場合において、 避難所の運営等に必要な段ボール製品の調達に関し 必要な事項を 定める 。  

 

第２ 条（ 協力の要請及び受諾）  

１  甲は、災害時に段ボール製品の調達が必要と なっ た場合は、救援物資供給要請書（ 様式第１ 号）

によ り 乙に協力を 要請でき る も のと する 。 ただし 、 緊急を 要する 時は口頭又は電話等によ り 要請

し 、 その後速やかに文書を 提出する も のと する 。  

２  乙は、 甲から の要請を でき る 限り 受諾する よ う 努める も のと する 。  

 

第３ 条（ 段ボール製品の種類）  

  前条の段ボール製品の種類は、 次に掲げる も のと する 。  

  ( 1) 簡易ベッ ド  

  ( 2) シート  

  ( 3) その他 乙の取り 扱う 商品 

 

第４ 条（ 手続き 等）  

１  乙は、 甲の指定する 場所に段ボール製品を搬送し 、 納品する も のと する 。 その際に、 甲は職員

を も っ てこ れを確認さ せ受け取る も のと する 。  

２  乙は、 搬送終了後速やかに救援物資供給完了報告書（ 様式第２ 号） によ り 甲に報告する も のと

する 。  

 

第５ 条（ 経費の負担）  

１  甲は乙に対し 、 前条の規定によ り 納品さ れた段ボール製品及びその運搬に対する 費用について

負担する も のと する 。  

２  前項に掲げる 経費の価格は、 災害時の直近の適正価格を 基準と し 、 甲乙協議の上定める も のと

する 。  

 

第６ 条（ 経費の支払）  

  経費は乙が甲に請求する も のと し 、 甲は請求書を 受け取っ たと き はその内容を確認し 、 速やか

に費用を 支払う も のと する 。  

 

第７ 条（ 連絡窓口）  

  甲、 乙はこ の協定に関する 連絡窓口を 定め、 相手方に通知し なければなら ない。 ま た、 連絡窓

口を 変更し たと き も 同様と する 。  

 

第８ 条（ 有効期間）  

  こ の協定の有効期間は、 平成 30 年４ 月 20 日から １ 年間と する 。 ただし 、 期間満了の日の１ ヶ

月前ま でに、 甲及び乙のいずれかから も 特段の申し 出がない場合は更に１ 年間効力を 有する も の

と し 、 以後も 同様と する 。  

 

第９ 条（ 疑義の解決）  

  こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ たと き は、 その都度甲乙誠実に協

議の上、 定める も のと する 。  
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こ の協定の成立を 証する ため本書２ 通を作成し 、 甲乙記名押印のう え各１ 通を 保管する 。  

 

平成３ ０ 年４ 月２ ０ 日 

 

甲： 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

 

   伊 勢市 

    伊勢市長 鈴 木 健 一 

 

 

乙： 伊勢市小俣町湯田１ ０ ２ ８ 番地の１  

 

八木段ボール株式会社 

代表取締役   八木 雅文 
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様式第１ 号 

年  月   日  

 

八木段ボール株式会社 御中 

 

救 援 物 資 供 給 要 請 書 
伊勢市長 

 

災害発生時における 段ボール製品の調達に関する 協定第２ 条の規定に基づき 、 次の通り 協力を 要

請し ま す。  

 

物資の種類 数量 搬送日時 搬送場所 備考 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

伊勢市連絡担当者 

所属( チーム 名)   

職名・ 氏名  

連 絡 先  
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様式第２ 号 

年  月   日  

 

伊勢市長  様 

 

救 援 物 資 供 給 完 了 報 告 書 
八木段ボール株式会社 

 

災害発生時における 段ボール製品の調達に関する 協定第４ 条の規定に基づき 、 次の通り 供給し た

こ と を 報告し ま す。  

 

物資の種類 数量 搬送日時 搬送場所 備考 

     

     

     

     

     

 

 

 

 

八木段ボール株式会社 連絡担当者 

所  属   

職名・ 氏名  

連 絡 先  
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１ ０ ５  火災時における 消防用水の確保に関する 協定書（ 伊勢生コ ン ク リ ート 協同組

合）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 伊勢生コ ン ク リ ート 協同組合（ 以下「 乙」 と いう 。 ） は、 火

災時に必要な消防用水の確保に関し 、 次のと おり 協定を 締結する 。  

 

 （ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、 伊勢市消防本部及び消防署の設置等に関する 条例（ 平成17年伊勢市条例第202

号） に規定する 管轄区域の区域内において火災が発生し 、 又は発生する おそれがある 場合（ 以下

「 火災時」 と いう 。 ） において、 甲が乙に対し て行う 消防用水の供給の協力要請について、 適

切かつ円滑な運営を 期する ため、 必要な事項を定める も のと する 。  

 

 （ 協力要請）  

第２ 条 甲は、 火災時において消防用水の供給を必要と する 事態が発生し た場合は、 乙に対し て

消防用水の供給要請（ 以下「 要請」 と いう 。 ） を行う こ と ができ る 。  

２  乙は、 要請があっ たと き は、 特別な事由がある 場合を除き 、 通常業務に優先し て甲の指示す

る 場所に出動し 、 甲の指示する 消防用水の供給を行う も のと する 。  

 

 （ 報告）  

第３ 条 乙は、 要請に係る 業務（ 以下「 要請業務」 と いう 。 ） を開始し たと き は、 甲に対し て業

務を 開始し た日時、 場所、 業務内容等を報告する も のと する 。  

２  乙は、 要請業務を 完了し たと き は、 前項に準じ て甲に対し て報告する も のと する 。  

 

 （ 費用負担）  

第４ 条 要請業務に要する 経費は、 甲の負担と する 。  

２  前項に規定する 経費の額は、 当該火災の発生直前における 甲がする 資材等の購入、 借上げ等に

関する 契約に定める 価格を 基準と し て甲乙協議の上、 決定する 。  

 

 （ 損害の負担）  

第５ 条 要請業務に従事し た者が、 そのため死亡し 、 負傷し 、 若し く は疾病にかかり 若し く は障害

の状態と なっ た場合又は要請業務によ り 乙若し く は乙の所属会員の車両、 資機材等若し く は第三

者に損害が生じ た場合の補償については、消防法（ 昭和23年法律第186号） その他の法令の定める

損害補償等の要件に該当する 場合を 除き 、 乙又は乙の所属会員の責任において行う も のと する 。 

 

 

 （ 危険回避）  

第６ 条 乙から 連絡を 受けた乙の所属会員が、 指示を 受けた場所への出動時に危険と 判断し た場

合は、 その危険を 回避する こ と ができ る 。  

 

 （ 訓練の実施）  

第７ 条 消防用水の確保の業務を 円滑に実施する ため、 甲と 乙は協議し て訓練を 実施する も のと

する 。  

２  前項の訓練の実施に要する 経費は、 各自の負担と する 。  

 

 （ 連絡責任者）  

第８ 条 こ の協定の円滑な実施を 図る ため、 甲及び乙に連絡責任者を 置く 。  

 

 （ 協議）  

第９ 条 こ の協定に定めのない事項又は疑義が生じ た事項については、 甲と 乙が協議の上、 定め

る も のと する 。  
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 （ 有効期限）  

第10条 こ の協定の有効期限は、 協定締結の日から 平成31年３ 月31日ま でと する 。 ただし 、 有効

期間満了日の１ 月前ま でに、 甲及び乙のいずれから も 協定の解除又は変更について申し 出がな

い時は、 こ の有効期限は期間満了の日の翌日から 起算し て更に１ 年延長する も のと し 、 以降同

様と する 。  

 

 

 こ の協定を 証する ため、 本協定書を ２ 通作成し 、 甲乙記名押印の上、 各自その１ 通を 保有す

る 。  

 

 

  平成30年６ 月20日 

甲 所在地 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番29号 

                  氏 名  伊勢市 

                      伊勢市長 鈴 木 健 一 

                                   

 

 

乙 所在地 伊勢市大倉町1618番地２  

                  氏 名  伊勢生コ ン ク リ ート 協同組合 

理事長 

                      石川 雄 一郎 
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１ ０ ８  災害時等における 電気自動車によ る 電力供給に関する 協定書（ 三重日産自動車

株式会社 日産自動車株式会社）  

 

 伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 三重日産自動車株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。 ） と 日産自動車株

式会社（ 以下「 丙」 と いう 。 ） は、 台風、 地震等大規模災害の発生時、 又は発生する 恐れがある 場合

（ 以下「 災害時等」 と いう 。 ） における 電気自動車によ る 避難所への電力の供給に関し 、 次のと おり

協定を締結する 。  
 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、災害時等において、甲が乙及び丙の協力を得て、甲の指定する 避難所において、

電気自動車を避難所が停電し た際の非常用電源と し て活用し 、 避難所の運営を円滑に行う こ と が

でき る よ う 、 必要な事項を定める も のと する 。  
 

（ 避難所）  

第２ 条 本協定における 避難所は、 伊勢市生涯学習センタ ーいせト ピ ア（ 伊勢市黒瀬町562番地12）

と する 。  
 
 

（ 電気自動車の貸与要請）  

第３ 条 甲は、 災害等が発生し 、 避難所が開設さ れた時において、 乙に対し 、 電気自動車の貸与に関

する 協力依頼書（ 別記様式） によ り 電気自動車の貸与を要請する こ と ができ る 。 ただし 、 緊急を要

する 場合は、 口頭によ り 連絡し 、 後日文書をも って処理する も のと する 。  
 

（ 電気自動車の貸与実施）  

第４ 条 乙は、 前条の要請があった場合で、 かつ、 当該要請に対応する こ と が合理的に可能な場合に

限り 、 電気自動車を貸与する こ と に努める も のと する 。  
 

（ 供給電力）  

第５ 条 乙は、電気自動車の貸与にあたっては、十分に充電さ れた状態で貸与する よ う 努める も のと

する 。  

２  貸与時点において電気自動車に充電さ れている 電力は、 乙が無償で提供する 。  

３  貸与中に再充電を行う 場合の費用については、 原則と し て甲が負担する 。  

 

（ 電気自動車の移動）  

第６ 条 電気自動車によ る 営業所（ 乙によ る 電気自動車の保管管理場所） 等と 避難所間の移動は、 乙

の責任において行い、 原則と し て乙が行う も のと する 。  
 
（ 管理）  

第７ 条 甲が、 乙よ り 貸与さ れた電気自動車の取り 扱いは、 甲、 乙の協議によ り 取り 決め、 甲が管

理する 。  

 

（ 故障等の対応）  

第８ 条 甲が電気自動車を 貸与さ れている 間に、 貸与さ れた電気自動車に故障ま たは紛失等があっ

た場合、 甲に明ら かな過失のある 場合を除いて、 甲は責任を 負わないも のと する 。  

２  原状復帰の方法については、 甲、 乙が双方協議し て決める こ と と する 。  
 
（ 返却）  

第９ 条 電気自動車の返却時期については、 避難所の閉鎖等を 勘案し 、 甲、 乙が双方協議し て決め

る こ と と する 。  
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（ 技術的支援）  

第10条 甲は、 乙及び丙に対し て電気自動車およ びLeaf  t o Homeの操作等にかかる 助言及び支援を

求める こ と ができ る 。  
 

（ 定期協議）  

第11条 こ の協定に定める 事項を円滑に推進する ため、 甲乙丙は、 年１ 回以上、 意見交換、 協議等を

行う も のと する 。  
 

（ 協定期間）  

第12条 こ の協定の有効期間（ 以下「 協定期間」 と いう 。 ） は、 協定締結日から ２ ０ ２ ０ 年３ 月３ １

日ま でと する 。 ただし 、 協定期間の満了する 日の３ 箇月前ま でに、 甲乙丙から 何ら の意思表示がな

いと き は、 協定期間は、 さ ら に１ 年間更新さ れる も のと し 、 その後も ま た同様と する 。  
 

（ 協議）  

第13条 こ の協定に定めのない事項又は疑義が生じ た事項については、その都度、甲乙丙が協議し て

定める も のと する 。  
 
 
 こ の協定の締結を 証する ため、 本協定書３ 通を作成し 、 甲乙丙それぞれが記名押印のう え、 各自

その１ 通を 保有する 。  
 
令和元年 5 月 29 日 

             甲  三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 

                伊 勢市 

                 伊勢市長 鈴木 健 一 

 

乙 三重県津市垂水 557 番地の 1 

                三 重日産自動車株式会社 

                 代表取締役社長 岩 井 純 朗 

 

丙 神奈川県横浜市西区高島 1-1-1 

                日 産自動車株式会社 

常務執行役員 伊藤 由紀夫  
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１ ０ ９  災害時等における 電気自動車によ る 電力供給に関する 協定書（ 株式会社 赤

福）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。 ） と 株式会社赤福（ 以下「 乙」 と いう 。 ） は、 台風、 地震等大規模災

害の発生時、 又は発生する 恐れがある 場合（ 以下「 災害時等」 と いう 。 ） における 電気自動車によ る

避難所への電力の供給に関し 、 次のと おり 協定を締結する 。  
 

（ 趣旨）  

第１ 条 こ の協定は、 災害時等において、 甲が乙の協力を得て、 甲の指定する 避難所において、 電気

自動車を避難所が停電し た際の非常用電源と し て活用し 、避難所の運営を円滑に行う こ と ができ る

よ う 、 必要な事項を定める も のと する 。  
 

（ 避難所）  

第２ 条 本協定における 避難所は、 伊勢市生涯学習センタ ーいせト ピ ア（ 伊勢市黒瀬町562番地12）

と する 。  
 
 

（ 電気自動車の貸与要請）  

第３ 条 甲は、 災害等が発生し 、 避難所が開設さ れた時において、 乙に対し 、 電気自動車の貸与に関

する 協力依頼書（ 別記様式） によ り 電気自動車の貸与を要請する こ と ができ る 。 ただし 、 緊急を要

する 場合は、 口頭によ り 連絡し 、 後日文書をも って処理する も のと する 。  
 

（ 電気自動車の貸与実施）  

第４ 条 乙は、 前条の要請があった場合で、 かつ、 当該要請に対応する こ と が合理的に可能な場合に

限り 、 電気自動車を貸与する こ と に努める も のと する 。  
 

（ 供給電力）  

第５ 条 乙は、電気自動車の貸与にあたっては、十分に充電さ れた状態で貸与する よ う 努める も のと

する 。  

２  貸与時点において電気自動車に充電さ れている 電力は、 乙が無償で提供する 。  

３  貸与中に再充電を行う 場合の費用については、 原則と し て甲が負担する 。  
 

（ 電気自動車の移動）  

第６ 条 電気自動車によ る 営業所（ 乙によ る 電気自動車の保管管理場所） 等と 避難所間の移動は、 乙

の責任において行い、 原則と し て乙が行う も のと する 。  
 

（ 管理）  

第７ 条 甲が、 乙よ り 貸与さ れた電気自動車の取り 扱いは、 甲、 乙の協議によ り 取り 決め、 甲が管

理する 。  

 

（ 故障等の対応）  

第８ 条 甲が電気自動車を 貸与さ れている 間に、 貸与さ れた電気自動車に故障ま たは紛失等があっ

た場合、 甲に明ら かな過失のある 場合を除いて、 甲は責任を 負わないも のと する 。  

２  原状復帰の方法については、 甲、 乙が双方協議し て決める こ と と する 。  
 

（ 返却）  

第９ 条 電気自動車の返却時期については、 避難所の閉鎖等を 勘案し 、 甲、 乙が双方協議し て決め

る こ と と する 。  
 

（ 定期協議）  

第10条 こ の協定に定める 事項を円滑に推進する ため、 甲と 乙は、 年１ 回以上、 意見交換、 協議等を
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行う も のと する 。  
 

（ 協定期間）  

第11条 こ の協定の有効期間（ 以下「 協定期間」 と いう 。 ） は、 協定締結日から ２ ０ ２ ０ 年３ 月３ １

日ま でと する 。 ただし 、 協定期間の満了する 日の３ 箇月前ま でに、 甲、 乙から 何ら の意思表示がな

いと き は、 協定期間は、 さ ら に１ 年間更新さ れる も のと し 、 その後も ま た同様と する 。  
 

（ 協議）  

第12条 こ の協定に定めのない事項又は疑義が生じ た事項については、 その都度、 甲、 乙が協議し て

定める も のと する 。  
 
 

 こ の協定の締結を 証する ため、 本協定書２ 通を作成し 、 甲、 乙それぞれが記名押印のう え、 各自

その１ 通を 保有する 。  

 
 

令和元年 5 月 29 日 

 

             甲  三重県伊勢市岩渕 1 丁目 7 番 29 号 
 

                伊 勢市 
 

                 伊勢市長 鈴木 健 一 印  

 

 

乙 三重県伊勢市宇治中之切町 26 番地 

 

                株 式会社赤福 
 

                 取締役社長補佐 平 居 肇  印   第
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１ １ ０  災害時における 災害時要配慮者に対する 宿泊施設等の提供に関する 協定書（ ア

ンド リ ゾ ート  株式会社）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と  アンド リ ゾート  株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 伊勢市内

に地震、 風水害及びその他の災害が発生し た場合（ 以下「 災害時」 と いう 。） の災害時要配慮者（ 以

下「 要配慮者」 と いう 。） に対する 宿泊施設等の提供について、 次のと おり 協定を締結する 。  

 

（ 定義）  

第１ 条 こ の協定において要配慮者と は、 次に掲げる 者のう ち、 甲が特に必要と 認める 者を いう 。 

（ １ ） 高齢者（ 甲が特に必要と 認める 場合を 除き 、 原則と し て 65 歳以上の者に限る 。）  

（ ２ ） 障がい者（ 甲が特に必要と 認める 場合を除き 、 原則と し て身体障害者手帳、 療育手帳、 精

神障害者保健福祉手帳の交付を 受けている 者に限る 。）  

（ ３ ） 乳幼児 

（ ４ ） 妊産婦 

（ ５ ） その他集団生活等が困難な者 

（ ６ ） 上記（ １ ） から （ ５ ） ま でと 同一世帯の者及び甲が必要と 認めた介護者 

 

（ 施設の使用の要請）  

第２ 条 甲は、 要配慮者が甲の指定する 避難所では生活が困難な場合、 次に掲げる 施設を避難所と

し て使用する こ と について、 乙に協力を要請でき る も のと する 。  

（ １ ） 施設名称 旅荘 海の蝶（ 以下、「 当該宿泊施設」 と いう 。）  

 （ ２ ） 所在地  伊勢市二見町松下 1693 

 
（ 協力の受諾）  

第３ 条 乙は、 甲から 前条に定めら れた協力の要請を 受けたと き は、 部屋が空いていない等の正当

な理由がない限り 受諾する よ う 努める も のと する 。  

   

（ 使用期間）  

第４ 条 要配慮者の当該宿泊施設の使用期間は、 災害発生後から 、 要配慮者の応急仮設住宅、 自宅

その他の居住施設が確保さ れる ま での間で甲が指定し た期間と し 、３ か月を 限度と する 。ただし 、

必要に応じ て、 甲乙協議のう え、 ３ か月を 限度に使用期間を 延長でき る も のと する 。  

  

 

 

（ 使用終了への努力）  

第５ 条 甲は、 乙が当該宿泊施設における 通常の営業を 再開でき る よ う 配慮する と と も に、 当該宿

泊施設の使用について早期終了に努める も のと する 。  

 ２ 項 要配慮者が当該宿泊施設の使用を 終了し 、 そのま ま 居座り 続けた場合、 甲の責任と 負担に

よ り 退去さ せる こ と と する 。  

 

（ 使用時の事故等にかかる 責任）  

第６ 条 当該宿泊施設を要配慮者が使用し た際に発生し た事故等に対し 、 乙に損害が発生し た場合

は、 原則、 甲がその損害を 賠償する も のと する 。 ただし 、 乙の責めに帰すべき 事由によ る 事故等

については、 乙がその損害を 賠償する も のと する 。  

 

（ 要請の手続等）  

第７ 条 甲は、 第２ 条の規定によ る 施設の使用について、 乙に協力を 要請する 場合は、 あら かじ め

電話等で確認のう え、 次に掲げる 事項を 明ら かにし て書面で行う も のと する 。 ただし 、 緊急を 要

する 場合は、 こ の限り ではないも のと し 、 事後に書面で報告を 行う も のと する 。  

（ １ ） 要配慮者の住所、 氏名、 心身の状況、 連絡先等 
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（ ２ ） 身元引受人の氏名、 連絡先等 

（ ３ ） 使用する 期間 

   

（ 経費の負担）  

第８ 条 利用料等の金額は当該災害も し く は過去の災害時に設定さ れた災害救助法の特別基準の

金額に基づき 、 甲乙が協議し て決定する も のと する 。  

  

（ 取消料）  

第９ 条 甲が、 第２ 条の規定によ り 当該宿泊施設の使用の協力要請を 行った後、 使用開始日ま でに

取消し の申出をし た場合において、乙は、甲に対し て取消料は請求でき ないも のと する 。ただし 、

甲から の当該宿泊施設の使用の協力要請に基づき 手配し た食事に関する 費用について、 甲に対し

て請求する こ と ができ る も のと する 。  

  

（ 請求及び支払）  

第 10 条 乙は、 第８ 条の規定によ る 経費を 、 利用者名簿を 添付し 、 甲に請求する も のと する 。   

2 項 甲は、 乙から の請求があったと き は、 内容を 精査確認し 、 速やかに乙の指定する 金融機関

の口座に振り 込むも のと する 。  

 

（ 有効期間）  

第 11 条 こ の協定の締結期間は、 協定締結の日から 令和 10 年３ 月 31 日ま でと する 。 ただし 、 有

効期間満了の１ か月前ま でに、 甲乙いずれから も 文書によ る 終了の意思表示がないと き は、 当該

有効期間満了日の翌日から 起算し て１ 年間延長する も のと し 、 以後も ま た同様と する 。  

 

（ 協議事項）  

第 12 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ た事項については、 その都

度、 甲乙が協議し て定める も のと する 。  

 

 令和元年６ 月３ 日に締結し た「 災害時における 災害時要配慮者に対する 宿泊施設等の提供に関す

る 協定書」 は、 本協定の締結を も っ て廃止する 。  

 

 こ の協定の締結を証する ため、 本書 2 通を 作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通を 保有す

る 。  

 

令和５ 年５ 月１ ６ 日 

 

甲 伊勢市岩渕１ 丁目７ 番 29 号 

伊勢市 

                     伊勢市長 鈴木 健一 

 

 

 

乙 和歌山県東牟婁郡那智勝浦町 

勝浦 216-19 

   

アン ド リ ゾ ート  株式会社 

代表取締役 田中 雄一郎 
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１ １ １  災害に係る 情報発信等に関する 協定（ ヤフ ー株式会社）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） およ びヤフ ー株式会社（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 災害に係る 情報発信

等に関し 、 次のと おり 協定（ 以下「 本協定」 と いう ） を締結する 。  
 

第 1 条（ 本協定の目的）  

本協定は、 伊勢市内の地震、 津波、 台風、 豪雨、 洪水、 暴風その他の災害に備え、  

甲が伊勢市民に対し て必要な情報を迅速に提供し 、 かつ甲の行政機能の低下を 軽減さ せ 

る ため、 甲と 乙が互いに協力し て様々な取組みを行う こ と を目的と する 。  
 

第 2 条（ 本協定における 取組み）  

1. 本協定における 取組みの内容は次の中から 、 甲およ び乙の両者の協議によ り 具体的な内容およ び方

法について合意が得ら れたも のを実施する も のと する 。  

(1) 乙が、 甲の運営する ホーム ページの災害時のアク セス 負荷の軽減を目的と し て、 甲の運営する

ホームページのキャ ッ シュ サイ ト をヤフ ーサービス 上に掲載し 、 一般の閲覧に供する こ と 。  

(2) 甲が、 伊勢市内の避難所等の防災情報を乙に提供し 、 乙が、 こ れら の情報を平常時から ヤフ ー

サービス 上に掲載する など し て、 一般に広く 周知する こ と 。  

(3) 甲が、 伊勢市内の避難勧告、 避難指示等の緊急情報を 乙に提供し 、 乙が、 こ れら の情報をヤフ

ーサービ ス 上に掲載する など し て、 一般に広く 周知する こ と 。  

(4) 甲が、 災害発生時の伊勢市内の被害状況、 ラ イ フ ラ イ ンに関する 情報およ び避難所における ボ

ラ ンティ ア受入れ情報を乙に提供し 、 乙が、 こ れら の情報をヤフーサービス 上に掲載する など

し て、 一般に広く 周知する こ と 。  

(5) 甲が、 伊勢市内の避難所等における 必要救援物資に関する 情報を乙に提供し 、 乙が、 こ の必要

救援物資に関する 情報をヤフ ーサービス 上に掲載する など し て、 一般に広く 周知する こ と 。  

(6) 甲が、 伊勢市内の避難所に避難し ている 避難者の名簿を作成する 場合、 ヤフ ーが提示する 所定

のフ ォ ーマッ ト を用いて名簿を作成する こ と 。  

2. 甲およ び乙は、 前項各号の事項が円滑になさ れる よ う 、 お互いの窓口と なる 連絡先およ びその担当

者名を相手方に連絡する も のと し 、 こ れに変更があった場合、 速やかに相手方に連絡する も のと す

る 。  

3. 第 1 項各号に関する 事項およ び同項に記載のない事項についても 、 甲およ び乙は、 両者で適宜協議

を 行い、 決定し た取組みを 随時実施する も のと する 。  
 

第 3 条（ 費用）  

前条に基づく 甲およ び乙の対応は別段の合意がない限り 無償で行われる も のと し 、 それぞれの対応

にかかる 旅費・ 通信費その他一切の経費は、 各自が負担する も のと する 。  
 

第 4 条（ 情報の周知）  

乙は、 甲から 提供を受ける 情報について、 甲が特段の留保を付さ ない限り 、 本協定の目的を 達成す

る ため、 乙が適切と 判断する 方法（ 提携先への提供、 ヤフ ーサービ ス 以外のサービス 上での掲載等

を 含む） によ り 、 一般に広く 周知する こ と ができ る 。 ただし 、 乙は、 本協定の目的以外のために二

次利用をし てはなら ないも のと する 。  
 

第 5 条（ 本協定の公表）  

本協定締結の事実およ び本協定の内容を公表する 場合、 甲およ び乙は、 その時期、 方法およ び内容

について、 両者で別途協議のう え、 決定する も のと する 。  
 

第 6 条（ 本協定の期間）  
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本協定の有効期間は、 本協定締結日から 1年間と し 、 期間満了前ま でにいずれかの当事者から 他の

当事者に対し 期間満了によ っ て本協定を終了する 旨の書面によ る 通知がなさ れない限り 、 本協定は

さ ら に1年間自動的に更新さ れる も のと し 、 以後も 同様と する 。  
 

第 7 条（ 協議）  

本協定に定めのない事項およ び本協定に関し て疑義が生じ た事項については、 甲およ び乙は、 誠実

に協議し て解決を図る 。  
 

以上、 本協定締結の証と し て本書 2 通を作成し 、 甲乙両者記名押印のう え各 1 通を保有する 。  
 

2019 年６ 月 19 日 
 

甲： 三重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

    伊 勢市 

    伊 勢市長 鈴 木 健  一  
     

乙： 東京都千代田区紀尾井町 1 番 3 号 

ヤフ ー株式会社 

代表取締役 川 邊 健 太 郎 
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１ １ ２  災害時要配慮者の福祉避難所と し て施設等を 使用する こ と に関する 協定書（ 社

会福祉法人 賀集会）  

 

（ 趣旨）  

第 1 条 こ の協定は、 大規模な地震、 風水害等の災害（ 以下「 災害」 と いう 。） によ り 、 災害時要

配慮者（ 以下「 要配慮者」 と いう 。） が避難を 余儀なく さ れた場合に、 伊勢市（ 以下「 甲」 と い

う 。） が、 社会福祉法人 賀集会（ 以下「 乙」 と いう 。） に対し 、 福祉避難所と し て施設等の使

用の協力を 要請する こ と について、 必要な事項を定める も のと する 。  

 

（ 定義）  

第２ 条 こ の協定において「 要配慮者」 と は、 次に掲げる 者のう ち、 施設の入所基準に該当し 、

又は該当する と 認めら れる 者で、 災害時に何ら かの配慮を求める 者を いう 。  

（ １ ） 介護保険の要支援及び要介護認定を 受けている 者 

（ ２ ） 上記（ １ ） と 同一世帯の者及び甲が必要と 認めた介護者 

（ ３ ） 上記（ １ ） 及び（ ２ ） に準ずる 者 

 

（ 施設の使用の要請）  

第３ 条 甲は、 要配慮者があら かじ め指定する 避難所では対応でき ない場合、 次に掲げる 施設を

福祉避難所と し て使用する こ と について、 乙に協力を 要請でき る も のと する 。  

 （ １ ） 施設名称 特別養護老人ホーム 賀集楽 

         介 護利用型ケアハウ ス  賀 集楽 

 （ ２ ） 所在地  伊勢市宇治浦田 3 丁目 23-15 

 

（ 協力の受諾）  

第４ 条 乙は、 甲から 第 3 条に定めら れた協力の要請を 受けたと き は、 でき る 限り 受諾する よ う

努める も のと する 。  

 

（ 要請の手続等）  

第５ 条 甲は、 第 3 条の規定によ り 施設等の使用について、 乙に協力を要請する 場合は、 あら か

じ め電話等で確認のう え、 次に掲げる 事項を 明ら かにし て書面で行う も のと する 。 ただし 、 緊

急を 要する 場合は、 こ の限り ではない。  

 （ １ ） 要配慮者の住所、 氏名、 心身の状況、 連絡先等 

 （ ２ ） 身元引受人の住所、 氏名、 連絡先等 

 （ ３ ） 使用する 期間 

 

（ 要配慮者等の移送）  

第６ 条 乙は、 甲の依頼があっ た場合は、 避難が必要な要配慮者等の自施設への移送を 行う よ う

努める も のと する 。 ただし 、 それによ り がたいと き は甲乙協議のう え決定する も のと する 。  

  

 

（ 物資の調達及び介護支援者の確保）  

第７ 条 甲は、 要配慮者に係る 日常生活用品、 食料及び医薬材料等の必要な物資の調達に努める

も のと する 。  

２  甲は、 乙が要配慮者を 適切に介護ができ る よ う ボラ ンティ ア等の介護支援者の確保に努める

も のと する 。  

 

（ 経費の負担）  

第８ 条 要配慮者が利用期間内に要し た経費については、 原則と し て協力を 要請し た甲の負担と

する 。 ただし 、 甲が負担する 経費の価格については、 甲乙協議のう え決定する も のと する 。  
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（ 受入可能人員等）  

第９ 条 甲及び乙は、 本協定締結後、 受入可能人員、 必要物資の調達等について、 あら かじ め協

議する も のと する 。  

 

（ 有効期限）  

第１ ０ 条 こ の協定書の有効期限は毎年度末と し 、 甲乙双方に異議がない場合は翌年度において

も 自動的に更新さ れる も のと する 。  

 

（ 協定の解除）  

第１ １ 条 甲又は乙は、 こ の協定を 解除し よ う と する と き は、 ３ カ月前に文書で相手方に通知し

なければなら ない。  

 

（ 疑義の解決）  

第１ ２ 条 こ の協定に定めのない事項及びこ の協定に関し て疑義が生じ たと き は、 その都度甲乙

協議し て定める 。  

 

こ の協定の締結を 証する ため、 こ の協定書を ２ 通作成し 、 甲乙記名押印のう え、 各自その１ 通

を 保有する 。  

 

令和 元年 7 月 5 日 

   

   伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

甲 伊勢市 

伊勢市長 鈴木 健一 

 

    伊勢市宇治浦田 3 丁目 23-15 

  乙 社会福祉法人 賀集会 

    理事長 前田 哲  
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１ １ ３  災害時における 応急対策資機材の供給に関する 協定書（ 株式会社東海大阪レ ン

タ ル）  

 

伊勢市（ 以下「 甲」 と いう 。） と 株式会社東海大阪レ ン タ ル（ 以下「 乙」 と いう 。） は、 災害時に

おける 応急対策資機材の供給について、 次のと おり 協定（ 以下「 本協定」 と いう 。） を 締結する 。  

 

（ 趣旨）  

第１ 条 本協定は、 伊勢市内において災害対策基本法（ 昭和 36 年法律第 223 号。） 第２ 条第１ 号に

定める 災害が発生し 、 又は発生する おそれがある 場合（ 以下「 災害時」 と いう 。） に、 応急対策を

実施する に当たり 必要な資機材を、 迅速かつ円滑に供給を 行う ために必要な事項を 定める も のと

する 。  

 

（ 供給の要請）  

第２ 条 甲は、 災害時において、 資機材を 必要と する 時は、 乙に対し 、 乙の保有する 又は調達でき

る 資機材について優先的な供給を要請する こ と ができ る 。  

２  乙は、 前項の規定によ り 、 甲から 要請を受けた時は、 その緊急性に鑑み、 可能な範囲において

資機材を 甲に優先的に供給する も のと する 。  

 

（ 資機材の種類）  

第３ 条 甲が、 乙に要請する 資機材は、 次に掲げる も のと する 。  

（ １ ）  発電機 

（ ２ ）  照明機器 

（ ３ ）  冷暖房機器 

（ ４ ）  仮設ト イ レ  

（ ５ ）  その他甲が要請し 、 乙の供給可能なも の 

 

（ 協力の要請及び受諾）  

第４ 条 甲は、 第２ 条の規定によ る 要請は、 資機材供給要請書（ 様式第１ 号） をも っ て行う も のと

する 。 ただし 、 緊急を 要する 場合は、 口頭又は電話等によ り 要請し 、 事後速やかに文書を提出す

る も のと する 。  

２  乙は、 甲から の要請を 受けたと き は、 乙の営業に支障のない範囲において可能な限り 当該要請

に応じ る も のと する 。 ただし 、 乙が被災し たこ と 等によ り 資機材の供給に応ずる こ と ができ ない

場合は、 遅滞なく 、 その旨を 甲に通知連絡する 。  

 

（ 資機材の引渡し ）  

第５ 条 資機材の搬入又は設置場所は、 甲が指定する 場所と し 、 甲又は甲が指定し た者を当該場所

に派遣し て資機材を 確認のう え引渡し を受ける も のと する 。  

２  甲が指定する 場所ま での運搬は、 原則と し て乙が行う も のと する 。 ただし 、 乙によ る 運搬が困

難である 場合は、 甲又は甲の指定する 者が引渡し 場所ま で資機材の運搬を行う も のと する 。  

３  乙は、 資機材の引渡し 後速やかに資機材供給完了報告書（ 様式第２ 号） によ り 甲に報告する も

のと する 。 ただし 、 緊急を 要する 場合は、 口頭又は電話等によ り 報告し 、 事後速やかに文書を 提

出する も のと する 。  

  

（ 費用の負担）  

第６ 条 乙が、 甲の要請によ り 供給し た資機材の対価及び乙が行っ た運搬等の費用については、 甲

が負担する も のと する 。  

２  前項に規定する 費用は、 災害発生直前における 適正な価格を 基準と し て、 甲乙協議の上で決定

する も のと する 。  
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（ 費用の支払い）  

第７ 条 前条の規定に基づき 、 甲が負担する 費用は、 乙の請求によ り 、 甲が支払う も のと する 。  

２  甲は、 前項の請求があっ たと き は、 その内容を 確認し 、 速やかに費用を 支払う も のと する 。 た

だし 、 甲が予算措置を必要と する 場合は、 予算措置後速やかに支払う も のと する 。  

 

（ 連絡窓口）  

第８ 条 甲及び乙は、 本協定に関する 連絡窓口を 定め、 相手方に通知し なければなら ない。 ま た、

連絡窓口を 変更し たと き も 同様と する 。  

 

（ 情報の交換）  

第９ 条 甲及び乙は、 本協定に定める 事項を 円滑に推進する ため、 定期的な情報交換に努める も の

と する 。  

 

（ 有効期間）  

第１ ０ 条 本協定の有効期間は、 協定締結の日から 令和２ 年３ 月３ １ 日と する 。 ただし 、 有効期間

満了の日の１ ヶ 月前ま でに、 甲又は乙から 別段の意思表示がないと き は、 本協定は更に１ 年間同

一条件にて更新さ れる も のと し 、 以後も 同様と する 。  

 

（ 協議）  

第１ １ 条 本協定に定めのない事項又は本協定の解釈に疑義が生じ た場合は、 誠意を 持っ て甲及び

乙が協議の上で決定する も のと する 。  

 

 こ の協定の締結を 証する ため、 本書２ 通を 作成し 、 甲乙記名押印の上各自１ 通を保有する 。  

 

  令和元年 10 月 29 日 

 

                 甲  三 重県伊勢市岩渕１ 丁目７ 番２ ９ 号 

 

                    伊 勢市 

                    伊 勢市長  鈴木 健一 

 

 

                 乙  大 阪府茨木市目垣２ 丁目３ ４ 番地２ １ 号 

 

                    株 式会社東海大阪レ ン タ ル 

取締役執行役員社長 濱田 喜代巳 
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様式第１ 号（ 第４ 条関係）  

 

  年   月   日   

 

 株式会社東海大阪レ ンタ ル 御中 

 

 

伊勢市長 

 

 

資機材供給要請書 

 

 災害時における 応急対策資機材の供給に関する 協定書に基づき 、 下記のと おり 資機材の供給を要

請し ま す。  

 

記 

 

資機材名 規格 数量 搬入日時 搬入( 設置) 場所 備考 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

 

伊勢市 連絡担当者 

所属( チーム 名)   

職名・ 氏名  

連 絡 先  
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様式第２ 号（ 第５ 条関係）  

 

  年   月   日   

 

 伊勢市長 

 

 

株式会社東海大阪レ ンタ ル 

 

 

 

資機材供給完了報告書 

 

 災害時における 応急対策資機材の供給に関する 協定書に基づき 、 下記のと おり 資機材を 供給し た

こ と を 報告し ま す。  

 

記 

 

資機材名 規格 数量 搬入日時 搬入( 設置) 場所 備考 

      

      

      

      

      

      

      

 

 

 

株式会社東海大阪レ ンタ ル 連絡担当者 

所  属   

職名・ 氏名  

連 絡 先  
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